
 

プレスリリース 
 

平成２２年７月２７日 

内    閣    府 
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原子力委員会 

「原子力政策大綱（平成 17 年 10 月策定）」の見直しの必要性に関する 

意見募集について 

  

 

 

 
 

１．概要 

 原子力委員会は、「原子力政策大綱の見直しの必要性に関する検討について」を決定し、見

直しの必要性の有無についての検討を開始することとしました。 

 つきましては、現行原子力政策大綱（以下、「現大綱」という）に示す政策の進捗状況や原子

力を取り巻く環境の変化、さらにこれらを踏まえて大綱のあり方や現大綱に示されている政策

に対するご意見を広く国民の皆様から伺いたく、以下の要領で意見の募集をいたします。率

直なご意見をお寄せください。 

 

２．意見募集の対象 

●現大綱の見直しの必要性の有無 

●見直しの必要な（または必要でない）理由 

●見直しが必要と回答された場合、見直しのあり方や個別施策への意見 

 

３．参考資料（ホームページからご覧ください。） 

●現行原子力政策大綱（資料-１） 

●現行原子力政策大綱について（資料-２） 

●現行原子力政策大綱に関する政策評価について（資料-３） 

●現行原子力政策大綱とこれまでの政策評価等との対比表（資料-４） 

 

４．意見募集期間 

 平成２２年７月２７日（火）～９月２１日（火）１７時まで（郵送の場合は同日必着） 

原子力委員会は、平成２２年７月２７日（火）～９月２１日（火）の期間、現行「原

子力政策大綱」についてのご意見を募集します。ご意見をお寄せください。 
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５．意見提出要領・意見提出先 

○以下の事項を日本語で御記入の上、（１）郵送、（２）ＦＡＸ又は（３）ホームページ入力のいず

れかの方法で送付してください。 

（様式） 

１）氏名： 

２）年齢（該当部に○）：２０歳未満 ・ ２０歳代 ・ ３０歳代 ・ ４０歳代 

 ・ ５０歳代 ・ ６０歳代 ・ ７０歳代 ・ ８０歳以上 

３）性別（該当部に○）： 男 ・ 女 

４）職業： 

５）連絡先 

  ・住所： 

  ・電話番号： 

  ・ＦＡＸをお使いであれば、ＦＡＸ番号： 

  ・電子メールをお使いであれば、電子メールアドレス： 

６）現行原子力大綱の見直しの必要性について（該当部に○） 

 ① 必要有り    ②必要無し 

７）見直しの必要な（または必要でない）理由（２００字以内） 

 

 

 

 

８）ご意見（９））の概要（１００字以内） 

 

 

 

 

９）見直しが必要と回答された場合、見直しのあり方や個別施策への意見 

  （参考となる文献、資料等があればご送付ください。）（２００字以内） 

 

 

 

 

 

 



○複数のご意見をいただく場合は、お手数ですが１件ごとに別の用紙に御記入ください。 

○上記１）～８）の事項の御記入漏れや本要領に則して記述されていない場合には、ご意見を

無効扱いとさせていただくことがあります。 

○提出先は以下のとおりです。なお、電話によるご意見は、お受けしておりませんので、御了

承願います。 

 

 （１）郵送の場合 

●住所：〒１００－８９７０ 東京都千代田区霞が関３－１－１ 

●内閣府 原子力政策担当室 原子力政策大綱・意見募集担当 あて 

 

 （２）ＦＡＸの場合 

●ＦＡＸ番号：０３－３５８１－９８２８ 

●内閣府 原子力政策担当室 原子力政策大綱・意見募集担当 あて 

 

 （３）ホームページ入力の場合 

  ●ホームページアドレス：https://form.cao.go.jp/aec/opinion-0011.html 

  ※ホームページのフォームに従い、入力ください。 

 

６．その他 

○頂いたご意見は、検討の参考にさせていただきます。なお、頂いたご意見に対する個別の

回答はいたしませんので、予め御了承願います。 

○頂いたご意見は、氏名、年齢、性別、職業及び連絡先を除き公開することがありますので、

予め御了承ください。ただし、ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別し

得る記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害する恐れがあると判断される場合

には、公表の際に該当箇所を伏せさせていただきます。 

○氏名、連絡先等の個人情報については、頂いたご意見の内容に不明な点があった場合な

どの問い合わせをさせていただくため、御記入いただくものです。御記入いただいた情報は、

今回の意見募集以外の用途には使用いたしません。 

 

 

 
（問い合わせ先） 

内閣府原子力政策担当室 迫田、石沢、小森

tel.03-3581-6688  fax.03-3581-9828

原子力委員会のＨＰアドレスはこちら→ http://www.aec.go.jp/ 





現行原子力政策大綱（平成17年10月策定）
 について

平成22年
 

7月27日

（資料-２）



1

• 数十年間程度の国内外情勢の展望を踏まえ、原子力発電や放
 射線利用等について、今後10年程度の間に各省庁の連携の下
 に推進する施策の基本的方向性を示したもの。

•

 
また、原子力行政に関わりの深い、地方公共団体、事業者、国民各層への

 期待も示す。

現行原子力政策大綱とは

原子力基本法

現行原子力政策大綱

将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図

 り、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与。

「平和目的」「安全の確保」

 「民主的な運営」「自主的な実施」「成果の公開」「国際協力に資する」

目的：

前提：

平成16年6月から42回(WG等含む)の審議を経て、最終案をとりまとめ、平成17

 年10月11日に原子力委員会で決定。同月１４日、政府として本大綱を原子力政

 策の基本方針として尊重し、原子力の研究、開発及び利用を推進する旨の閣

 議決定。
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現行原子力政策大綱の策定プロセス
平成16年1月より各界各層から提案・意見を聴取

長計についてご意見を聴く会（15回、27人より聴取）

広く国民を対象にした意見募集

第7回市民参加懇談会～長計へのご意見を述べていただく場として～の開催

平成16年6月に新計画策定会議を設置

委員には原子力委員のほか、地方自治体、有識者、市民／NGO等、事業者、研究機関から、

専門分野、性別、地域のバランス、原子力を巡る意見の多様性の確保に配慮して選定。議長
は原子力委員会委員長。

本会議計33回、小委員会・ワーキンググループ計9回開催、全て公開で審議

専門家のみならず、国民からの意見を直接伺う機会を複数の手段で用意

新計画策定会議前の「意見募集」（475件）

専門家等からの意見聴取を目的とした「ご意見を聴く会」の開催（6回、22人より意見聴取）

「市民参加懇談会」の開催

「新計画の構成」（案）に対する「意見募集」（758件）

「原子力政策大綱（案）」に対する意見募集（1717件）及び「ご意見を聴く会」（5箇所）

平成17年10月11日に原子力委員会で決定。同月14日に、政府として、本大綱

を原子力政策の基本方針として尊重し、原子力の研究、開発及び利用を推進す
る旨の閣議決定。
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１．原子力利用の前提である基盤的取組の整備
２．原子力発電によりエネルギー安定供給と地球温暖化対策に対する一層の貢献
３．放射線利用の科学技術、工業、農業、医療分野でのより広汎な活用による、

国民生活の水準向上への貢献
４．効果的・効率的な施策の推進

１．原子力利用の前提である基盤的取組の整備
２．原子力発電によりエネルギー安定供給と地球温暖化対策に対する一層の貢献
３．放射線利用の科学技術、工業、農業、医療分野でのより広汎な活用による、

国民生活の水準向上への貢献
４．効果的・効率的な施策の推進

安全の確保

多面的・総合的な取組

短･中・長期の各取組の同時並行的な推進

国際協調と協力の重視

評価に基づく取組と国民との相互理解

基
本
的
目
標

各取組で重視するべき

 共通理念
取組の基本的考え方

評
価
の
充
実

国
際
的
取
組
の
推
進

研
究
開
発
の
推
進

原
子
力
利
用
の
推
進

基
盤
的
活
動
の
強
化

（
安
全
確
保
、
平
和
利
用
担
保
、

放
射
性
廃
棄
物
の
処
理･

処
分
、

人
材
育
成
、
国
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と
の
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生
）

現行原子力政策大綱の構成

現状認識

第２章 第３章 第４章 第５章 第６章
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現行原子力政策大綱の概要（１）

基本的目標

１．安全の確保

２．多面的・総合的な取組（規制、誘導、人材育成、地方公共団体との協力、他分野と

 の連携等）

３．短･中・長期の各取組の同時並行的な推進

４．国際協調と協力の重視

５．効果的で効率的な取組と国民との相互理解に評価を活用

今後の取組における共通理念

１．原子力利用の前提である基盤的取組（安全の確保、平和利用の担保、放射性廃棄物の適

 切な処理・処分、国民・地域社会との共生）の整備

２．原子力発電によりエネルギー安定供給と地球温暖化対策に対する一層の貢献

３．放射線利用の科学技術、工業、農業、医療分野でのより広汎な活用による、国民生

 活の水準向上への貢献

４．効果的・効率的な施策の推進
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現行原子力政策大綱の概要（２）

【安全の確保】

 
科学的かつ合理的な規制の実施、安全文化の確立、

 高経年化対策、テロ対策の充実、規制行政改革の有効性の検証等。

【平和利用】

 
IAEA保障措置の厳格な適用。国際社会への発信。

プルトニウム利用計画の公表による透明性向上。

【廃棄物処分】

 
低レベル放射性廃棄物は処分実施中。国、事業者等

 の適切な役割分担の下に、高レベル放射性廃棄物等の処理・処分を

 計画的かつ着実に推進。

【人材育成】

 
魅力ある職場作り、多様な人材の育成・確保。

【広聴・広報、立地地域との共生】

 
広聴・広報の充実、リスクコミュニ

 ケーション活動の実施、国・事業者と地域社会との対話の促進等。交

 付金事業の効果的・効率的実施。

各分野の取組の基本的考え方

基盤的活動の強化
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現行原子力政策大綱の概要（３）

【原子力発電】

 
2030年以後も総発電電力量の30～40％程度以上

 を担う。このため、①既存施設の最大限の活用と新規立地への取

 組、②既存炉代替に向けて、改良型軽水炉の開発、

 
③高速増殖

 炉は2050年頃から商業ベースの導入を目指す。

【核燃料サイクル】

 
使用済燃料に含まれるプルトニウム、ウランの

 有効利用（再処理、プルサーマル）を着実に推進。

六ヶ所の再処理能力を超える使用済燃料は中間貯蔵。

【放射線利用】

 
新材料創製技術やがん治療等に活用し普及。

原子力利用の推進

各分野の取組の基本的考え方
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現行原子力政策大綱の概要（４）

【発展段階の異なる課題の組み合わせの並行推進】

・原子力発電及び核燃料サイクルの改良・改善、高速増殖炉等の研

 究開発の推進。

・安全研究、核融合、量子ビームテクノロジー等の基礎・基盤研究の

 充実

【選択と集中】費用対効果、官民役割分担、国際協力の可能性等を総

 合的に評価した「選択と集中」を重視。

研究開発の推進

各分野の取組の基本的考え方
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現行原子力政策大綱の概要（５）

【核不拡散体制の強化】新たな提案の検討に積極的に参画。

【国際協力】

 
アジアを中心とした開発途上国協力、ITER等の先進国

 協力の推進。

【国際展開】

 
厳格な輸出管理を前提に、民間の国際展開活動を政府

 として支援。

国際的取組の推進

各分野の取組の基本的考え方

【政策評価と原子力委員会の責務】

 
施策を継続的に評価・改善し、

 国民に説明していくことが重要。原子力委員会も政策の妥当性

 評価と説明責任を負う。

評価の充実



現行原子力政策大綱（平成17年10月策定）
 に関する政策評価について

平成22年
 

7月27日

（資料-３）



現行原子力政策大綱に示す政策の評価
1

現行原子力政策大綱においては、「関係行政機関の原子力に
関する施策の実施状況を適時適切に把握し、関係行政機関
の政策評価の結果とそれに対する国民意見を踏まえつつ、自
ら定めた政策の妥当性を定期的に評価し、その結果を国民に
説明していくこととする。」こととしている。

これに基づき、平成18年４月より、政策評価を順次実施した。

評価にあたっては、関係機関からのヒアリング、有識者・一般
市民との意見交換を適宜実施するとともに、パブリックコメント
を実施し、広く国民からの声を反映した。



各政策評価の実績

平成18年8月 ① 安全確保に関する政策の妥当性について

平成19年5月
②

平和利用の担保と核不拡散体制の維持・強化の取組に関する

 基本的考え方の評価について

平成19年11月
③

原子力と国民・地域社会との共生に関する取組の基本的考え方の

 評価について

平成20年9月
④

放射性廃棄物の処理・処分に関する取組の基本的考え方の

 評価について

平成21年1月 ⑤ 核融合研究開発に関する取組の基本的考え方の評価について

平成21年7月 ⑥ エネルギー利用に関する取組の基本的考え方の評価について

平成21年11月 ⑦ 原子力研究開発に関する取組の基本的考え方の評価について

平成22年6月 ⑧ 放射線利用に関する取組の基本的考え方の評価について

平成22年実施中 ⑨ 人材の育成・確保に関する取組の基本的考え方の評価について（案）

2

分野毎に９つの政策評価を実施



結 論

各政策評価の結果、現行原子力政策大綱が示した基本的
考え方を尊重して、各行政機関、事業者等において、取組
が着実に行われており、また、引き続き現行原子力政策大
綱に示した基本的考え方を尊重するべきと評価

今後、取組を一層充実するための各行政機関、事業者等の
取組方策について提言しているものの、現行原子力政策大
綱の方向性を大きく変更する必要があるとの評価はなされ
なかった

3



(1)国・事業者等の責任

 ・経済産業省からの原子力安全・保安院の分離について、継続して検証が必要

(2)安全文化の確立・定着と運転管理の継続的改善

 ・事業者等は、安全文化の確立・定着と運転管理を継続的に改善すること

(3)リスク情報の活用

 ・国及び事業者等は、原子力安全委員会の公表した定量的安全目標案や

 性能目標案を、個別の安全規制・制度の検討に活用すること

(4)高経年化対策

 ・国は、最新の知見を踏まえた科学的合理性のある効果的な高経年化対策を

 企画・推進すること

(5)原子力防災

 ・国、地方公共団体及び事業者等は、改良・改善措置を着実に実施すること

(6)安全確保のための活動に係るコミュニケーション

 ・国及び事業者等は、今後ともリスク管理の企画、推進、評価、改善の各段階で

 コミュニケーション活動に誠実に取り組んでいくこと

(7)核物質防護対策

 ・国は、国際動向を把握し、適宜に適切な制度整備を行うことを怠らないこと

①安全確保に関する政策評価

【主な提言】

4



（１）我が国の法規制及び国際的な枠組みに基づいた原子力の平和利用の担保

 ・文部科学省、（財）核物質管理センター、事業者等は、保障措置活動の効果的・

 効率的な推進及び質の向上に向けて、改良を図る活動を推進していくこと

（２）国内関係者間の意識共有及び国民への情報発信

 ・行政機関、事業者等は、原子力の平和利用を担保するための具体的な枠組み

 や取組とその重要性について国民との相互理解活動を進めていくこと

 ・事業者等は、平和利用に関する組織文化の醸成を目指し、保障措置活動等の

 重要性の認識等を事業所の従事者及び関係者間で共有すること

（３）国際社会に対する発信

 ・国は、外務省を中心に、我が国における原子力の研究、開発及び利用に関する

 活動が平和目的に限定されていること及び我が国が核不拡散体制の維持・

 強化に向けて取り組んでいることについて、一層積極的に対外発信していくこと

 ・核不拡散の推進に向けた国際的取組に積極的に貢献して、我が国に対する

 国際的な信頼を更に高めていくこと

【主な提言】

5②平和利用の担保と核不拡散体制の維持・強化
 に関する政策評価



②平和利用の担保と核不拡散体制の維持・強化
 に関する政策評価

（４）プルトニウム利用に関する透明性の確保

 ・内閣府、文部科学省及び経済産業省、事業者等は、プルトニウムの管理状況や

 利用計画についての国の内外に対する情報発信を絶えず改良すること

（５）国際社会と協調した核不拡散・核軍縮の取組

 ・外務省は、関係機関と協力して、一層効果的で効率的な核不拡散のための

 国際的取組やルールの形成に積極的に関わっていくこと

・経済産業省は、民生技術の転用や迂回輸出を防止するために、諸外国・地域

 との協力を一層強化し、効果的で効率的な輸出管理を行っていくこと

・核物質防護対策や核セキュリティ対策を強化する新たな国際的な取組にも

 積極的に対応すること

（６）核不拡散への取組基盤の充実に向けた知識経営、人材の育成、関連技術開発等

 への取組

・外務省、文部科学省、経済産業省、事業者及び研究機関等の関係者は連携

 して、これまでの指摘事項に配慮した取組を進めるために重要な知識経営、

 人材の育成、技術開発を進めること

【主な提言(つづき)】
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（１）透明性の確保、広聴・広報の充実

 ・事業者及び研究開発機関は、国民やマスメディアから施設の運転状況等に

 関して高い関心が寄せられる場合には、原子力施設の異常事象等に至らない

 場合においても、国民の目線に立って情報を発信すること

（２）学習機会の整備・充実、国民参加

 ・文部科学省、経済産業省、事業者、研究開発機関、学会等は、国民各層が

 原子力等に関する基礎情報を学習する機会、場所の提供を充実すること

・内閣府、文部科学省、経済産業省等は、政策決定過程において一層透明性を

 高くし、国民の関心を高め、意見を広く聴く努力を行うこと

③原子力と国民・地域社会との共生に関する政策評価

【主な提言】

7



（３）国と地方との関係

 ・国、立地地域の広域自治体及び基礎自治体の三者は、地域の実情に即した

 ニーズや問題点等について情報を共有し、意見交換の機会と内容を充実して、

 原子力政策に関する相互理解を進め、政策の推進に必要な信頼関係を構築

 すること

・内閣府、文部科学省及び経済産業省は、立地地域以外の広域自治体や

 基礎自治体の首長及び住民とも、原子力施設立地の国策上の位置付け等、

 原子力政策に関して一層の相互理解を進める取組を行うこと

（４）立地地域との共生

 ・文部科学省及び経済産業省は、当該地域の地方自治体や住民の熱意や

 アイデアを尊重し、多彩で使いやすい政策メニューの整備に努めること

・文部科学省及び経済産業省は、交付金制度の不断の見直しを図るとともに、

 国民と認識を共有するため、地方自治体による評価の内容を一層広く周知

 すること

③原子力と国民・地域社会との共生に関する政策評価

【主な提言(つづき)】
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○

 
高レベル放射性廃棄物の処分事業の推進

 ・関係行政機関等は、当該地域の持続可能な発展に資する地域自らが発案する

 取組に国民が協力していくことについて、国民との間で相互理解を深めること

・国は、諸決定が公開で行われ、そこで多様な意見が議論されるように工夫すること

・国、研究開発機関及びＮＵＭＯは、研究開発機関からＮＵＭＯへの技術移転の

 進め方や適切な仕組みについて具体的に検討すること

・安全規制機関は、安全審査の際に求められる評価モデルの考え方、入力データの

 品質保証の在り方等について、あらかじめ事業者に提示すること

○

 
長半減期低発熱放射性廃棄物（TRU廃棄物）の処分事業の推進

 ・ＮＵＭＯは、長半減期低発熱放射性廃棄物（TRU廃棄物）の処分事業に関し、

 立地に係る相互理解活動に十分に取り組んでいくこと

④放射性廃棄物の処理・処分に関する政策評価

【主な提言】
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○

 
RI・研究所等廃棄物処分施設の立地

 ・国は、RI・研究所等廃棄物処分施設の立地を進めるに当たり、前面に立った取組

 を行うこと

○

 
原子力施設の廃止措置

 ・事業者等は、原子力施設の廃止措置に関して、クリアランス制度の内容、必要性、

 長所等に関する国民との相互理解活動に努めていくこと

○全

 
般

 ・放射性廃棄物の処理・処分は長期にわたって継続的に実施される取組であり、

 一層効果的かつ効率的にこれを行うことを可能にする技術を求めて研究開発を

 継続的に実施し、有効な新技術が見出された場合は、適宜にこれを採用すること

 ・この活動は、発生者により推進されるのが基本であるが、基礎・基盤的な知見・

 技術の充実あるいは透明性が求められる安全規制に係る知見の充実のための

 研究開発は、国も分担すること

 ・事業者と国は、研究開発ロードマップを共有することにより、それぞれの取組を

 効果的かつ効率的に推進すること

④放射性廃棄物の処理・処分に関する政策評価

【主な提言(つづき)】
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（１）ITER 計画及びBA 活動について

 ・JAEA を中心とした関係機関は、ITER 機構への人材の派遣の方策や、将来の

 原型炉に向けて我が国として維持していくべき技術、ノウハウ、それらが蓄積

 されるべき機関等について、戦略的な検討を行うこと

 ・BA 活動に関しては、実施内容について国内研究者間で一層の情報共有が

 なされるような体制の構築と参加のための枠組みを整備すること

（２）学術研究について

 ・文部科学省は、ヘリカル、レーザー方式による研究の進捗を踏まえて適切な

 時期に核融合炉としての可能性を評価し、その後の進め方を検討すること

（３）研究開発体制について

 ・産官学にわたる全日本的な体制の強化を今後とも図っていくこと

（４）社会への発信について

 ・各関係機関は、国民に対して核融合エネルギーの意義等について常に説明

 責任を果たしていくこと

（５）次段階への移行の判断について

 ・文部科学省においては、今後も、核融合研究開発の総合的な進捗状況を踏まえ、

 適宜・適切なチェック・アンド・レビューを実施していくこと

⑤核融合研究開発に関する政策評価

【主な提言】
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（１）

 
社会環境等の変化を踏まえた立地地域社会と共存する仕組みの見直しと強化

（２）

 
国の行政判断の立地自治体に対する効果的な説明方策の検討

（３）

 
原子力発電に係る課題の認識を共有する仕組みの整備

（４）

 
電気事業者の運転管理に係る技術基盤の整備

（５）

 
原子力発電への投資を促すための環境整備の継続

（６）

 
原子力発電の新規導入、拡大国に対する基盤整備の重要性を伝える取組

（７）

 
事業者の国際展開に係る基盤整備

（８）

 
次世代軽水炉等の技術開発計画の適切な立案実行

（９）

 
ウラン資源を有する開発途上国への総合的な観点からの支援

（10）

 
ウラン濃縮事業における新型遠心分離機の着実な導入

（11）

 
六ヶ所再処理工場における業務リスク管理の徹底

（12）

 
核燃料サイクルに係る基盤的技術開発能力の維持・強化

（13）

 
実用化を目指す研究開発に位置づけていない技術（直接処分、海水ウラン等）

 の適切な水準での研究開発

⑥エネルギー利用に関する政策評価

【主な提言】
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○スパイラル型の研究開発アプローチの採用

 
１．原子力研究開発活動全体を俯瞰した政策を明示すること

・原子力委員会は、取り組むべき原子力研究開発活動を明らかにし、絶えず

 我が国全体の活動を俯瞰した政策を企画・審議・決定していくこと

・その際、我が国の原子力の将来のあり方について、国民的合意を形成しつつ、

 追求すべき原子力システムを見定め、その上で、資源配分等を含め国が

 関与する範囲を柔軟に見直すこと

２．日本原子力研究開発機構の役割を具体的に明示すること

・ＪＡＥＡの組織としての役割を明確化する観点から、原子力政策大綱において、

 ＪＡＥＡに対して業務運営に係る基本的方針を一括して示すこと

３．具体的方策として政策に反映すべき事項

・原子力委員会は、関係行政機関等に対して以下の具体的方策を検討するよう

 働きかけること

・原子力研究開発施設・設備のあり方の検討

・研究開発人材の流動性向上による技術成果の適切な移転

・原子力安全に関する研究の推進・規制の協調体制の構築

⑦原子力研究開発に関する政策評価

【主な提言】
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〇放射線利用に係る施設・設備の整備と共同利活用の推進

・産業界等の利用に供する施設・設備を所有する関係機関は、トライアルユース

 制度等を活用した新たなユーザの掘り起こし等を行うこと

 ・多額の国費を投入する先端研究開発施設を整備・維持するに当たって、施設の

 整備・維持に携わる関係者は、国民の理解を得るための取組の充実すること

〇地域の特色を生かした産学官連携の推進

・地方公共団体において、産学官が緊密に連携し、それぞれの資金面や人材面

 でのリソースを結集し、地域の特色を生かしたプロジェクトを展開すること

〇放射線源の供給のあり方について

・モリブデン-99 の安定供給のために、関係行政機関が、産業界、医療関係者、

 研究開発機関等の関係機関と緊密に連携・協力早急に検討を進めていくこと

〇安全の確保と合理的な規制について

・規制当局は、海外の状況等を踏まえ、規制のさらなる合理化が必要であると

 認められる場合には、安全確保を大前提として、適切な対応を行うこと

⑧放射線利用に関する政策評価

【主な提言】
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〇国民の理解促進

・関係行政機関等は、放射線利用に関する国民の理解促進を図るため、放射線

 利用の効用等についても丁寧に説明すること

〇人材育成・確保

・研究開発機関において、先端研究施設の共用を進めていく上で必要となる利用

 支援業務を行なう人材の業務が適切に評価される仕組みの構築等を検討する

 こと

〇国際協力のあり方について

・協力国の産業界と研究実施主体との出会いの場の提供等を通じて、研究成果

 等の技術移転が効果的になされること

〇基礎的・基盤的な研究開発のあり方について

・今後、国として推進すべき放射線利用に係る基礎的・基盤的な研究開発等の

 あり方について、関係行政機関等が連携して、検討を行うこと

⑧放射線利用に関する政策評価

【主な提言(つづき)】
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⑨人材の育成・確保に関する政策評価（案）

１. 職場環境の改善について

 （１）多様な人材が共存する職場づくり

２. 原子力産業に携わる人材の育成・確保について

 （１）技術・技能に関するノウハウの継承

 （２）技量認定制度の普及

 （３）安全文化の定着やコンプライアンス等の倫理教育の徹底

３. 高等教育機関における教育の充実について

 （１）国の支援を活用した人材育成の在り方の検討

 （２）大学における教育の充実に向けた取組の推進

 （３）原子炉やホットラボの維持

 （４）企業のニーズを踏まえた人材育成

４. 大学及び研究機関において研究開発に携わる人材の育成・確保について

 （１）国の支援の在り方の検討

 （２）企業による協力の促進

【主な提言】
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⑨人材の育成・確保に関する政策評価（案）

５. 国際的に活躍できる能力を有する人材の育成・確保について

 （１）大学における「原子力国際人材」の育成充実

 （２）大学における海外の人材育成に関するネットワーク機関との連携

 （３）国際機関で働く人材の育成・確保

 （４）国際機関における外部専門家の確保

６. 人材育成に関する国際協力について

 （１）産学官一体となった人材育成体制の構築

 （２）人材育成支援後のフォローアップ

７. 規制機関等における人材の育成・確保について

 （１）安全規制に携わる人材の一層の充実

８. ＰＤＣＡサイクルの徹底

【主な提言(つづき)】
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（資料-４） 

 

 

 

 

 

 

現行原子力政策大綱とこれまでの政策評価等との対比表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２２年７月２７日 
 

(2/28) 

現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

原子力の研究、開発及び利用に関する基盤的活動の強化  

2-1．安全の確保  2-1-1．安全対策   

原子力の研究、開発及び利用における世界で初めての取

組みが必要な安全を確保して遅滞なく実施できるよう、独

立性、公開性、効率性、合理性、信頼性の確保を重視し、

国民の視点に立った効果的、現実的、タイムリーな規制活

動を行うことのできる原子力安全規制行政体制を整備する

こと（成長戦略） 

経済産業省から原子力安全・保安院を分離させるべきとする意見

が引き続きあることから、今後とも現在の組織の評価に関する意見

を分析し、問題点や改良すべき点の具体的な指摘を求めるなどし

て、検証を続けていく（安全確保） 

 

 

 

(1) 国・事業者の責任 

事業者等は、その根本原因分析に基づき、再発防止対策を確立するとともに、法令の遵守を徹底

し、品質保証システムに絶えざる改善を加え、これらについての説明責任を果たす観点からの情報

公開を行う等の取組を強化することが強く求められる。 

また、事業者等は、原子力発電所等における放射線障害の防止だけでなく労働災害の防止につ

いても事業者等のマネジメントシステムに明確に位置付け、あらゆる事態を踏まえ、適切な管理、運

営を行っていくことが重要である。 

一方、国は、災害リスクを十分低く抑制する観点から必要な安全基準を作成し、それに基づい

て、事業等の許可、工事計画認可、設計及び工事の方法の認可、使用前検査及び稼働後の定期検

査、保安検査等、一連の規制活動を行うことを国民から負託されている。国は、この負託に応えてい

くために、事業者等に原子力施設の災害リスクを抑えるために必要十分な活動を行わせ、これらを

確認し、必要に応じて事業者等に是正措置を講ずることを求めるとともにその権限の行使について

国民に的確に説明する責任がある。このため、国は、最新の知見を踏まえた科学的かつ合理的な

規制を実施していくことを指針として、このための科学技術的基盤を高い水準に維持するため、原子

力安全委員会の定める「原子力の重点安全研究計画」を踏まえて原子力安全研究を着実に進める

一方で、国内外に存在する規制活動の品質監査機能を効果的に活用するなどにより自らのあり方

を評価し、取組の方法や規制法制のあり方について改良・改善を図っていくべきである。 

なお、国は、２００１年に原子力安全・保安院を経済産業省の中に独立した組織として整備した。

また、原子力発電所における不適切な事業者の行為等を踏まえ、原子力に関する国民の信頼を回

復するため、２００２年度には原子炉等規制法を改正し、規制行政庁が実施する後続規制活動の実

施状況を監視・監査する原子力安全委員会の機能を強化し、２００３年度には新たな検査体制の導

入等の安全規制体系の見直しを行うなど、行政資源を適正に配置し、より効果的で効率的にこれら

の活動を行うための努力を重ねてきている。今後とも規制行政に対する国民の信頼を回復し、維持

していく観点から、こうした改革が全体として有効に機能しているかについて、継続的に関係者と意

見交換を行い、検証を行っていくことが重要である。 

また、医療分野における放射線利用等において複数の法的規制が重畳していることについては、

それぞれの法の目的に照らしながら必要な放射線防護体制の確立を前提としつつ、その適切な整

理について検討がなされるべきである。そこで、国は、現場の実情を踏まえ、学協会等の意見を求

める等を行い、規制制度の運用において改良すべき点を検討し、一方、医療関係者、学協会等は科

学的知見や医療安全の視点を十分踏まえ、現状の医療資源でいかに安全が確保できるかを検討

することが期待されている。 

原子力委員会は、第４章４．３に取りまとめた原子力研究開発のあ

り方に関する課題を踏まえ、関係行政機関等において、以下につい

て具体的方策を検討するよう働きかけるべきである。 

（中略） 

・原子力安全に関する研究の推進・規制の協調体制の構築 

（研究開発専門部会） 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

今後とも、事業者等においては現場の創意工夫や提案を奨励する

等の魅力ある職場作りのための取組を強化することなど、また、規

制行政においてはそうした工夫の試行を認める仕組みの整備を行

うことなども含めて、原子力政策大綱が示した基本的考え方を念頭

においた安全文化の確立・定着と運転管理の継続的改善の取組が

着実に継続されること（安全確保） 

 (2) 安全文化の確立定着と運転改善 

 事業者等においては、管理する経営層（トップマネジメント）が、組織全体において安全確保のため

の活動を最優先する「安全文化」を確立・定着することに取り組むことが必要である。また、最新の

知見を踏まえて、安全基準を遵守しつつ、最も効果的で効率的な安全確保のための活動を計画・実

施し、その結果について評価し、更に改善すべき点が無いかどうかを、必要に応じて外部の有識者

の意見も踏まえて、常に見直していくべきである。国の規制組織においても、安全文化に則り、安全

確保の観点から様々な課題について注意深く評価して、その重要度に見合った対応を行うべきであ

る。 

国や事業者等の上の取組に当たっては、原子力施設の運転管理の現場が活力と魅力のある職

場であることが極めて重要であることを踏まえて、安全確保のための活動が最新の知見に基づいて

行われることを目指す現場の創造的取組が排除されることのないようにすべきである。そこで、国

は、新しい取組を安全の確保を大前提に試行することができる仕組みを検討すべきである。また、

具体的安全基準や検査方法の内容は、定期的に見直し、国内外の学協会が策定する基準や規格

を活用するなどして常に最新の科学的知見を反映するものにしていくべきである。 

また、安全確保に必要な技術基盤を高い水準に維持できる各種の研究を着実に推進し、これら

の成果を国内外の組織が策定する基準や規格に一層反映されるよう促す一方、検査を行う専門家

の育成と教育訓練を充実し、これらの技術動向を踏まえた効果的で高い品質の検査等が行われる

ようにするべきである。 

なお、安全確保は世界共通課題であることや規制活動の国際調和の重要性を踏まえ、国際間で

新知見や教訓を共有することが重要であり、それらに基づく国際組織における安全基準や規格作成

のプロセスに十分な数の我が国の専門家を参加させ、国内の経験や知見を国際社会と共有して、

国際的な安全基準や規格と我が国の考え方とを整合的なものとしていくこと等にも積極的に取り組

むべきである。 

  

(3) リスク情報活用 

安全確保のための活動の多くはリスク管理活動であることを踏まえれば、これに利用できるリスク

情報を活用していくことが効果的である。具体的には、リスクを評価する技術が進歩してきているこ

とから、これを活用することにより、必要十分な安全余裕の下に、適切に現実的な安全確保のため

の取組を行うことも可能となってきている。国は、学協会や産業界等での検討状況も参考に、モデル

に基づく評価であることの限界に留意しつつ、安全基準や安全規制に係る様々な変更の検討の際

にリスク情報を活用するなど、その活用範囲を広げていくことが適切である。なお、国は、国内外に

おいて大きな地震が相次いだこと等から、原子力施設の地震リスクについて国民の関心が高まって

いることに留意するべきである。 

事業者等においても、環境安全や労働安全衛生の分野でもリスク情報活用の有用性が認識されて

いることを踏まえて、これらの分野を含む安全確保のための活動を、リスク情報を活用して、より一

層効果的でしかも効率的なものとするよう、創意工夫していくべきである。 

国及び事業者等は、原子力安全委員会の公表した定量的安全目

標案や性能目標案を参考にしつつ、各種安全基準に示された判断

の検証の参考に活用する等により経験を重ねて、次第に、個別の

安全規制・制度の検討に活用するようその範囲を広げていくこと（安

全確保） 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

(4) 高経年化対策 

国は、保守管理手法も含めたこれら対策の充実のあり方について改めて検討を行い、高経年化

対策の透明性を確保するため、対策の実施方針や基本的要求事項を定めたガイドラインの整備等

を行うとともに、施設の追加保全対策をまとめた長期保全計画の確実な実施を監査する等の仕組

みを充実することとしている。今後、国は、この仕組みを機能させるとともに、研究開発機関、産業

界、学界と連携して、国内外の教訓や知見を注意深く分析評価し、研究開発を計画・実施し、最新の

知見を踏まえた科学的合理性を持った実効性の高い長期保全対策が推進されるようにするべきで

ある。なお、１０年毎に事業者が実施する定期安全レビューにおいては、過去の知見のない経年劣

化事象が発生する可能性に留意することが重要である。 

国内外において得られるデータを収集分析し、関係機関が連携して

研究開発を実施して、最新の知見を踏まえた科学的合理性のある

効果的な高経年化対策が企画・推進されること（安全確保） 

 

(5) 原子力防災 

原子力災害対策の強化を図るため、国、地方公共団体及び事業者等は、原子力災害対策特別措

置法に規定されるそれぞれの責務に応じて、緊急時において必要となる連絡網、資機材及び医療

施設・設備の整備、防災訓練及び研修の実施、周辺住民に対する知識の普及、オフサイトセンター

の整備等を、引き続き、充実・強化していくべきである。また、適切な計画の下に実施される防災訓

練は、危機管理能力の涵養やリスクコミュニケーションにとって極めて有用であることから、国、地方

公共団体及び事業者等は、各組織において担当者が入れ替わっていくことも考慮し、実施結果を評

価し絶えず改良を加えつつ、原子力防災訓練や有事対応訓練を実施し、その結果を原子力災害対

策の改良に反映させていくことが重要である。 

国、地方公共団体及び事業者等は、各組織において担当者が入れ

替わっていくことも考慮して、原子力防災訓練や有事対応訓練を定

期的に実施し、その実施結果を評価してその改良に反映させていく

とともに、立地地域社会における原子力災害対策の理解を深めて

いくことを継続していくこと（安全確保） 

 

(6)安全確保活動に係るコミュニケーション 

国、事業者等は、安全確保のための活動を的確に実行していることを立地地域や周辺地域の住

民を含む国民に説明し意見交換して、相互理解の形成に寄与するリスクコミュニケーション活動を行

う責任を有する。国は、安全審査の過程における安全審査書の公開と意見募集、行政処分に係る

判断基準の制定・改定時における意見募集という取組を引続き重視していくべきである。また、国

は、地域社会に対して、規制活動に関して一般的のみならず個々具体的にも適宜に説明し、意見交

換していくことが重要である。さらに、国は、住民安全の責任を有する地方公共団体に対して、安全

規制に係る各種の判断基準等の制定・改定に関する適切な情報提供を行うとともに、規制活動状況

を説明し、また、その意見等を求めて、共通理解を深めることが重要であり、引き続き努力を重ねて

いくべきである。 

トラブルの原因分析等を踏まえた安全確保活動を企画し、決定し、

推進するに当たって、多様な国民や専門家の意見を反映していくこ

とはその活動の妥当性を客観化するために重要ですし、その必要

性や十分性について地元、地方公共団体と十分なコミュニケーショ

ンを行っていくことは、リスクのある活動や決定を行うことに伴って

生じる説明責任を果たす観点から必須のことです。国及び事業者

等は、このことを自覚し、今後ともリスク管理の企画、推進、評価、

改善の各段階でこのことを踏まえたコミュニケーション活動に誠実

に取り組んでいくこと（安全確保） 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

2-1-2．核物質防護対策 

２００５年７月、核物質及び原子力施設の防護に関する国際的な取組の強化のため、核物質防護

条約の改正がＩＡＥＡで採択され、今後我が国でも、その締結に向けて必要な検討を行っていく必要

がある。これに基づいて、国や事業者等は的確な対応に努めるとともに、その制度のあり方につい

て引き続き改良・改善を図っていくことが重要である。有事対策について、関係法令が整備されたこ

とを踏まえ、国や事業者等が適切な対応をとるとともに、その実効性を確保する観点から地方公共

団体と積極的に共同していくことが重要である。 

国は国際動向を把握し、それを踏まえて適宜に適切な制度整備を

行うことを怠らないこと、また、現場における取組が万一の事態にお

いて確実に機能を果たすことが重要ですから、定期的な訓練等を

通じてそのことを確認し、さらにはその結果の評価等を踏まえてシ

ステム信頼性の維持・向上を図っていくこと（安全確保） 

 

原子力防護専門部会にて、我が国の原子力防護の基本的

考え方について取りまとめを開始。 

文部科学省、（財）核物質管理センター、事業者等は、保障措置活

動の効果的・効率的な推進及び質の向上に向けて、ＩＡＥＡとも連携

して、改良を図る活動を推進していくべき（平和利用） 

 

文部科学省は、ＪＡＥＡや（財）核物質管理センター等が新たな技術

的知見の活用や新たな性能要求の観点から既存技術を不断に見

直すことにより、効果的かつ効率的な保障措置活動のための技術

や手法の研究開発課題を同定し、これを着実に推進していくように

するべき（平和利用） 

 

2-2．平和利用の担保 

我が国は、今後も、非核三原則を堅持しつつ、原子力の研究、開発及び利用を厳に平和の目的

に限って推進し、国際的な核不拡散制度に積極的に参加し、ＩＡＥＡ保障措置及び国内保障措置の

厳格な適用を確保していくべきである。また、関係者において核拡散防止に対する自らの高い意識

を維持するよう不断の努力を継続し、核不拡散とそのための仕組みの遵守が原子力平和利用の大

前提であるという我が国の基本姿勢を、国民全てが共有するように広聴・広報面の努力を行うととも

に、引き続き国際社会に対しても強く発信していくべきである。 

さらに、再処理においては核拡散抵抗性の高い技術(混合転換技術)を採用し、また我が国のプル

トニウム利用が厳に平和の目的に限っていることについての国内外の理解と信頼の向上を図るた

め、利用目的のないプルトニウムを持たないという原則を示し、プルトニウム在庫に関する情報の管

理と公開の充実を図ってきた。２００３年８月には、原子力委員会は、プルトニウム利用の一層の透

明性確保のための「プルトニウム利用の基本的考え方」を決定した。今後の六ヶ所再処理工場の稼

動に伴って、事業者等がプルトニウム利用計画をこれに沿って適切に公表することを期待する。 

内閣府、文部科学省及び経済産業省、事業者等は、プルトニウム

の管理状況や利用計画についての国の内外に対する情報発信を、

透明性の確保と分かりやすさの観点から、絶えず改良することを心

掛けるべき（平和利用） 

毎年、事業者のプルトニウム利用計画を原子力委員会が

確認し、管理状況の公表を実施している。 

2-3．放射性廃棄物の処理・処分 

原子力の便益を享受した現世代は、これに伴い発生した放射性廃棄物の安全な処理・処分への

取組に全力を尽くす責務を、未来世代に対して有している。放射性廃棄物は、「発生者責任の原

則」、「放射性廃棄物最小化の原則」、「合理的な処理・処分の原則」及び「国民との相互理解に基づ

く実施の原則」のもとで、その影響が有意ではない水準にまで減少するには超長期を要するものも

含まれるという特徴を踏まえて適切に区分を行い、それぞれの区分毎に安全に処理・処分すること

が重要である。廃棄物の効果的で効率的な処理・処分を行う技術は循環型社会の実現を目指す我

が国社会にとって必須の技術である。このことを踏まえて、研究開発機関等は、放射性廃棄物の効

果的で効率的な処理・処分を行う技術の研究開発を先進的に進めるべきであり、発生者等の関係

者にはこうして生まれた新知見や新技術を取り入れて、今後の社会における廃棄物の処理・処分の

範となる安全で効率的な処理・処分を行っていくことを期待する。国は、このことを促進することも含

めて、上記原則等に基づき、引き続き適切な規制・誘導の措置を講じていくべきである。 

なお、発生者等の関係者が処分のための具体的な対応について検討中の放射性廃棄物の処

理・処分については、情報公開と相互理解活動による国民及び地域の理解の下、具体的な実施計

画を速やかに立案、推進していくことが重要である。 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

我が国では処分場の閉鎖に至るまでの幾つかの段階を進めるため

には、各段階においてその時代の最新の知見等により国が安全の

確認を行うように設計されていることについて、国及びＮＵＭＯは国

民に対して十分な説明を行うべき（廃棄物） 

国は前面に立って、原子力発電環境整備機構（NUMO）や

電気事業者等と一層連携しながら、全国レベル及び地域レ

ベルの視点双方で、国民との相互理解を進める（エネルギ

ー基本計画）。 

廃棄物小委には、関係行政機関等の取組に対する第三者評価機

関としての役割を期待されていることを踏まえて、引き続き、定期的

に関係行政機関等の取組状況に関する的確な評価と評価により明

確となった問題点に関する原因分析を行い、改善を求めていくこと

を期待します。なお、原子力委員会は、（中略）この小委員会の今後

のこうしたレビュー活動を注視していくとともに、必要に応じて、今後

の取組における第三者機関の必要性等についても、関係行政機関

の意見も聴きつつ、検討していくべき（廃棄物） 

 

ＮＵＭＯは使命感と実施方策、人材を得ずして、この事業は推進で

きないことを深く認識し、十分な資源を計画的に投入していくべきで

す。このため、この組織の運営に関する重要事項を審議する評議

員会の評価機能の充実を図るべき（廃棄物） 

 

国、研究開発機関及びＮＵＭＯは、処分事業の実施主体としての技

術的能力の蓄積が適時に行われるよう、ＮＵＭＯ自身による人材育

成体制の強化はもとより、研究開発機関からＮＵＭＯへの技術移転

の進め方や適切な仕組みについて具体的に検討するべき（廃棄

物） 

 

原子力委員会は、関係行政機関等に関連の取組状況について定

期的に報告を求め、この提言を踏まえた取組の改善状況を確認し、

状況を踏まえた適切な提言を行っていくべきです。なお、原子力委

員会は、今後２年から３年の間、関係行政機関等が最大限の努力

を重ねてもなお期待される成果が上がる見通しが得られないような

場合には、高レベル放射性廃棄物処分懇談会報告書に立ち返っ

て、再検討することの是非を審議するべき（廃棄物） 

 

2-3-1．地層処分を行う放射性廃棄物 

(1) 高レベル廃棄物 

高レベル放射性廃棄物の地層処分については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」

に基づき、２０３０年代頃の処分場操業開始を目標として、概要調査地区の選定、精密調査地区の

選定及び最終処分施設建設地の選定という３ 段階の選定過程を経て最終処分施設が建設される

計画である。地方公共団体がＮＵＭＯによる「高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能

性を調査する区域」の公募に応募する際には、当該地域において処分場の設置が地域社会にもた

らす利害得失や最終処分事業の重要性についての住民の十分な理解と認識を得ることが重要であ

る。このためには、実施主体であるＮＵＭＯだけではなく、国及び電気事業者等も、適切な役割分担

と相互連携の下、地方公共団体をはじめとする全国の地域社会の様々なセクター及び地域住民は

もとより、原子力発電の便益を受ける電力消費者の理解と協力が得られるように、創意工夫を行い

ながら、現在の取組を強化すべきであり、さらに、それら活動の評価を踏まえて新たな取組を検討す

るなど、それぞれの責務を十分に果たしていくことが重要である。 

また、国、研究開発機関及びＮＵＭＯは、それぞれの役割分担を踏まえつつ、密接な連携の下

で、高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る研究開発を着実に進めていくことを期待する。ＮＵＭ

Ｏには、高レベル放射性廃棄物の最終処分事業の安全な実施、経済性及び効率性の向上等を目

的とする技術開発を計画的に実施していくことを期待する。また、日本原子力研究開発機構を中心

とした研究開発機関は、深地層の研究施設等を活用して、深地層の科学的研究、地層処分技術の

信頼性向上や安全評価手法の高度化等に向けた基盤的な研究開発、安全規制のための研究開発

を引き続き着実に進めるべきである。 

これらの研究開発成果については、海外の知見も取り入れつつ、地層処分に係る最新の知識基

盤として整備・維持され、ＮＵＭＯの最終処分事業や国の安全規制において有効に活用されること

が重要である。このため、国及び研究開発機関等は、全体を俯瞰して総合的、計画的かつ効率的に

進められるよう連携・協力するべきである。また、研究開発機関等は、国及びＮ Ｕ Ｍ Ｏ が行う住

民の理解と認識を得るための活動にも協力していくことが重要である。さらに、国は、こうした研究開

発の進捗を踏まえて、安全規制に係る制度等を整備する必要がある。 

高レベル放射性廃棄物の処分場の立地は、国民全体に利益をもた

らすので、立地に取り組む地域には利益の衡平の観点から合理的

な範囲で、当該地域の持続可能な発展に資する地域自らが発案す

る取組に国民が協力していくことについて、関係行政機関等は、国

民との間で相互理解を深めていくべき（廃棄物） 

国は前面に立って、原子力発電環境整備機構（NUMO）や

電気事業者等と一層連携しながら、全国レベル及び地域レ

ベルの視点双方で、国民との相互理解を進める。（エネル

ギー基本計画） 
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  (2) TRU 廃棄物、海外返還廃棄体 

国は、事業者による地層処分が想定されるＴ Ｒ Ｕ 廃棄物と高レベル放射性廃棄物を併置処分

する場合の相互影響等の評価結果を踏まえ、その妥当性を検討し、その判断を踏まえて、実施主体

のあり方や国の関与のあり方等も含めてその実施に必要な措置について検討を行うべきである。 

また、海外再処理に伴う低レベル放射性廃棄物は、今後、仏国及び英国の事業者から順次返還さ

れることになっている。このうち、仏国の事業者からは、地層処分が想定される低レベル放射性廃棄

物のうち、低レベル廃液の固化方法をアスファルト固化からガラス固化へ変えることが提案されてい

る。英国の事業者からは、低レベル放射性廃棄物のうち、地層処分が想定されるセメント固化体と

管理処分が適当とされる雑固体廃棄物とをそれらと放射線影響が等価な高レベル放射性廃棄物

（ガラス固化体）に交換して返還することが提案されている。これらの提案には、国内に返還される

廃棄物量が低減し、それに伴い輸送回数が低減すること及び海外から返還される低レベル放射性

廃棄物の最終処分までの我が国における貯蔵管理施設の規模が縮小できる等の効果が見込まれ

る。このため、国は、事業者の検討結果を受け、仏国提案の新固化方式による廃棄体の処理処分

に関する技術的妥当性や、英国提案の廃棄体を交換する指標の妥当性等を評価し、これらの提案

が受け入れられる場合には、そのための制度面の検討等を速やかに行うべきである。 

  

RI・研究所等廃棄物処分施設の立地を進めるに当たり、国は、前面に

立った取組を行うとともに、ＪＡＥＡは、原子力施設の立地に関する知

見を有する機関との情報交換に努め、地域共生を含め、これまでの

取組に関する知見や経験を収集し、これらを最大限活用しつつ効果

的に進めるべき（廃棄物） 

研究施設等廃棄物の処分主体が日本原子力研究開発機

構（JAEA）となった（機構法改正 H20.6、Ｈ20.12 基本方針策

定、処分実施計画認可 H21.11） 

2-3-2．管理処分を行う放射性廃棄物 

（低レベル埋設廃棄物） 

浅地中トレンチ処分の対象となるものについては一部の処分が実施されており、残りについても

安全規制の制度整備が行われつつある。余裕深度処分方式については事業者が調査・試験を実施

しているので、その結果を踏まえて、事業の実施に向けて速やかに安全規制を含めた制度の整備

を検討するべきである。ＲＩを含む放射性廃棄物については、改正された「放射性同位元素等による

放射線障害の防止に関する法律」に基づいて、具体的な制度の施行準備が行われている。また、研

究所等廃棄物、ＴＲＵ廃棄物及びウラン廃棄物については、順次、安全規制の考え方等の検討が行

われているので、関係者は安全規制制度の準備状況を踏まえつつ、処分の実施に向けて取り組む

べきである。 

なお、放射性廃棄物の処理・処分は、発生者や発生源によらず放射性廃棄物の性状に応じて一

元的になされることが効率的かつ効果的である場合が少なくないことから、国はこれが可能となるよ

うに諸制度を運用すべきであり、必要に応じて、このための更なる対応策を検討すべきである。 

原子力委員会は、今後新たに行う放射性廃棄物の処理・処分に関す

る規制制度の整備においては、放射性廃棄物の性状から合理的な限

りにおいて既存施設を活用することを可能にすることも含めて、放射

性廃棄物の性状に応じた一元的な処理・処分が可能になるように働

きかけていくべき（廃棄物） 

研究施設等廃棄物の処分主体が日本原子力研究開発機

構（JAEA）となった（機構法改正 H20.6、Ｈ20.12 基本方針策

定、処分実施計画認可 H21.11） 

 

2-3-3．原子力施設の廃止措置等 

商業用発電炉、試験研究炉、核燃料サイクル施設等の原子力施設の廃止措置は、安全確保を大

前提に、その設置者の責任において、改正された原子炉等規制法等に基づいて、国の安全規制の

下で、地域社会の理解と協力を得つつ進めることが重要である。 

原子力施設の廃止措置から生じる放射性物質として扱う必要のない資材を再利用することは、資

ＮＵＭＯは、新たに認可された地層処分を行う長半減期低発熱放射

性廃棄物の処分事業の実施主体として、高レベル放射性廃棄物の

処分と併せて、当該廃棄物の処分に関し、立地に係る相互理解活

動に十分に取り組んでいくべき（廃棄物） 
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（事業許可、原子力委員会決定等より） 

源を有効活用する循環型社会の考え方にも整合するので、合理的である。国、事業者等は、放射能

濃度がクリアランスレベル以下のもの（放射性物質として扱う必要のないもの）の処理・処分又は再

利用に当たっては、改正された原子炉等規制法に基づいて、各々が適切に対応することが重要で

ある。 

なお、試験研究炉の使用済燃料の取扱いについては、個別の状況を踏まえつつ、その取扱いを、

合理性を考慮しつつ検討すべきである。 

原子力施設の廃止措置に関しては、事業者等は、先行的な事業で

あると認識しつつ具体的な取組を行いながら、クリアランス制度の

内容、必要性、長所等に関する国民との相互理解活動に努めてい

くこと（廃棄物） 

 

ノウハウを形式知化し、若手人材にノウハウを継承する取組を、関

係機関が連携し、協力会社やグループ会社にも拡大することを期

待します。（人材育成） 

 

各地域や電気事業者等が取り組んでいる技量認定制度を制度間

の相互認証等により、全国的に横断するものにする取組が行われ

ることを期待します。（人材育成） 

 

原子力関連学科等が中心となり、原子力関連学科以外の基盤技術

分野の学科とネットワークを構築し、（中略）カリキュラムの補完体

制をつくることが有効であり、このような取組が積極的に行われるこ

とを期待します。（人材育成） 

 

競争的資金制度による研究支援については、支援期間の延長も含

め、より長期的な視野に立った支援のための制度設計を行うことを

期待します。（人材育成） 

 

海外の大学と協定を結ぶなど環境の整備を進める際、海外留学・

交換留学制度や奨学金制度の充実は重要です。例えば、欧州原子

力教育ネットワーク（ENEN）やアジア原子力技術教育ネットワーク

（ANENT）といった海外の人材育成に関するネットワーク機関と連携

することは、効率的に連携体制を構築する手段であると考えられま

す。一方、現在、これらの海外の人材育成に関するネットワークと連

携した取組を行っている我が国の大学は限定的であり、これらの取

組が拡大することを期待します。(人材育成) 

2-4．人材の育成・確保 

原子力の研究、開発及び利用を持続的に発展させていくためには人材の確保が重要である。そ

のためには、まず、原子力分野の職場が魅力のあるものであることが肝要であり、作業者が能力を

十分に生かして使命を遂行でき、かつ、それが評価されることによって反省・改善をつくりだし、さら

にその反省・改善が使命の遂行に反映される学習のサイクルがある職場、最新の知見と効果的な

品質マネジメントを通じて現場が生み出す創意工夫を生かせる職場、さらにはこれを規制に反映さ

せることができる環境を実現していくことが重要である。この学習のサイクルを活性化するために

は、原子力分野以外を含めた分野との人材交流を行うことによって、とかく同質な物事の見方に染

まりやすい組織にあって、異質な観点から物事を認識し、判断することが可能な人材を組織内に適

度に維持していくことも効果的である。国や事業者は、人材の確保・育成のために、これらをも踏ま

えて、状況に応じた多様な対策に取り組むべきである。 

また、事業者、その協力会社、国、地方公共団体は、原子力施設の保修に関する横断的な技能

資格制度の整備、資格の取得に向けた研修施設・カリキュラムのネットワーク化、ネットワークを活

用した人材育成等の取組を積極的に推進していくべきである。その際、地域社会における人材の能

力向上も視野に入れつつ、事業者－協力会社間の垂直の連携にとどまらず、事業者間、協力会社

間の水平連携等の可能性を含め、原子力産業一体として進めることも考慮することが必要である。 

大学等に対しては、一般の工学教育等でのエネルギーや放射線に係る原子力基礎教育や、社会

科学を含む知識･教養をも身に付け、原子力分野において創造性を発揮して技術革新を担っていく

ことのできる人材を育成する専門教育を実施していくことが期待されている。こうした教育の充実に

は、インターンシップの取組や連携大学院制度、所有する原子力研究施設等が一層効果的に活用

されるべきであり、関係者にはこれらに対する協力が期待される。また、原子力関連の大学には、育

成される人材が国際機関でも活躍できるような教育を行うことが期待される。さらに、大学で競争的

資金を活用して、大学院学生を任期付き研究者として採用したり、博士研究員を採用し、研究を行っ

ている場合もあるが、これが研究の遂行や人材育成に効果的であるよう、国は、必要に応じ、各競

争的資金制度の評価・見直しを行っていくべきである。 

研究開発機関は、できる限り多様な人材が場を共有して、進んで限界と変化に挑戦して新しい知

識･技術を作り出し、その成果を反省して再び挑戦する学習サイクルを作り出すことによって、人材

関係機関は、国際機関に人材を派遣することの重要性を認識する

とともに、国際機関で働くことがキャリアパス形成上有利になるよう

検討することを期待します。（人材育成） 

 

 

原子力教育システムの国際化を図り、世界のどこでで

も活躍できる人材を育成すること（成長戦略） 
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我が国の原子力分野の専門家に専門家招へいの情報を提供する

等により、IAEA の活動に貢献できる機会を増やすとともに、我が国

の外部専門家リストを策定し IAEA に活用してもらうなどの取組を関

係機関が行うことを期待します。（人材育成） 

「原子力人材育成ネットワーク」等を活用して産学官の連携体制の

構築、役割分担の明確化が図られることを期待します。（人材育成）

 

関係機関が、外国人や女性の積極的な採用によりそれらの人材の

数を増やすこと、原子力に関する業務を行っていない機関との人材

交流を積極的に行うことを期待します。（人材育成） 

 

育成に寄与すべきである。この観点から、若手、女性、外国人研究者等多様な人材が活躍できる環

境を整備することが重要である。なお、このことは研究開発機関以外の大学、事業者等においても

実施されることが期待される。 

原子力の研究、開発及び利用の現場には、原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、放射線取

扱主任者、原子力・放射線技術士等、専門的資格を備えた人材が活躍しており、これらの者が法定

の責務を果たすのみならず、優れた知見と倫理意識を有した人材として活躍する場を広げていくこと

も重要である。また、大学及び研究開発機関は、これらの専門的資格を有する人材が専門家として

の十分な能力を維持できるよう、継続的な教育訓練の機会を提供していくことが重要である。 

放射線医療分野の専門家の数が不足していることから、国、大学、研究開発機関等は、医学分野・

工学分野間の連携を考慮しつつ、その育成・確保に努めるべきである。 

 

 

 

 

 

研究開発機関において先端研究施設の共用を進めていく上で必要

となる利用支援業務を行なう人材の育成・確保を図るため、これら

の人材の業務が適切に評価される仕組みの構築等の検討が期待

される。（放射線利用） 

関係機関において、国際機関への協力・貢献の重要性が認識さ

れ、国際機関での活動に貢献する人材の育成・確保が推進される

ことを期待する。（放射線利用） 

 

2-5．原子力と国民・地域社会の共生    

2-5-1．透明性の確保 

原子力の研究、開発及び利用に関する活動の円滑な実施のためには国民の信頼が不可欠であ

る。そのためには安全確保のための活動の透明性の確保が重要であり、国、事業者及び研究開発

機関は、安全管理の取組や発生した異常事象を公開することが重要である。その際、異常事象につ

いての情報は、迅速かつ正確に発信するべきであり公衆や作業者の健康リスクに対する当該事象

の重要度を付すことが望ましい。また、関心を有する人がそれらに関係する文書を閲覧できるように

ウエブサイト等を充実していくべきである。国民、特に、地域社会の人々に対して安全確保の活動に

関して十分に説明し意見交換することや、施設における安全管理に関する活動に関して作業者を対

象に十分に説明することは、リスクコミュニケーション活動の一環としても重要である。また、事業者

等にとっては日頃行っている安全管理活動の自己点検を行う機会ともなるので、こうした活動は確

実に実施されるべきである。 

一方、事業者、研究開発機関は、求めに応じて地方公共団体との間で安全協定を締結し、安全

確保活動に係る情報の報告を提出し、適宜に説明を行っている。このことも事業活動の社会に対す

る透明性の確保の観点から重要である。 

なお、国際的な核物質防護の強化の動きに伴い、関連情報に秘密を設定することについては、国

は、その趣旨の周知徹底に努めるとともに、学識経験者等の第三者に対して秘密の範囲に関する

国の確認状況等を説明し、それが公共の福祉の観点から妥当であるとの評価を得ること等により、

その厳格かつ適正な運用に努めることが重要である。 

内閣府、文部科学省、経済産業省、事業者、研究開発機関等は、

異常事態や緊急時において必要な広報を的確に実施できるよう

に、通常時から、異常事態を想定した情報連絡の訓練や国内外へ

の情報発信の在り方の検討等、諸対策を講じておくべきです。 

事業者及び研究開発機関は、大規模な自然災害の発生時等、国

民やマスメディアから施設の運転状況、放射性物質の放出等に関

して高い関心が寄せられる場合には、原子力施設の異常事象や原

子力災害に至らない場合においても、国民の目線に立って情報を

発信するべきです。また、原子力安全・保安院等はその情報に対す

る評価を遅滞なく、分かりやすい形で公表できる体制を構築すべき

です。 

（国民地域共生） 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

文部科学省、経済産業省、事業者、研究開発機関、学会等は、国

民各層が原子力や放射線利用に関する基礎情報を共有するため

の学習の機会や場所を提供する活動を一層充実すべき 

内閣府、文部科学省、経済産業省、事業者、研究開発機関等は、

放射線の影響や通常時における放射性物質の放出等、原子力施

設の運転等に関する基礎情報を、広く国民と共有できるよう、広聴・

広報活動の一層の工夫に努めるべきです。（国民地域共生） 

国民の原子力、エネルギー、科学・技術に関するリテ

ラシーの向上を図ること（成長戦略） 

 

多額の国費を投入して大型の先端研究開発施設を整備・維持する

に当たっては、施設の整備・維持に携わる関係者は、その意義、役

割、必要性等について、可能な限り、国民に説明することに努める

など、国民の理解を得るための取組の一層の充実を図ることが重

要である。（放射線利用） 

 

 

関係行政機関等は、放射線利用に関する国民の理解促進を図るた

め、放射線利用の効用やリスク情報を踏まえた安全確保の考え方

等についても丁寧に説明をすべきである。（放射線利用） 

 

 

2-5-2．広聴・広報の充実 

国、事業者等は、原子力の研究、開発及び利用に関して国民や地域社会が知りたい情報は何

か、「原子力をどう考えているのか、それはなぜなのか」を知るための広聴活動を国民、地域社会と

の相互理解を図る活動の出発点に位置付け、それにより得られた意見等を踏まえて、広報や対話

の活動を進めていくべきである。また、原子力発電に対する国民の理解を深めるために、国、事業

者等は、電力の供給地と消費地の人々の相互理解のための活動を強化するなどの工夫を凝らしつ

つ、多面的な理解促進活動を引き続き行っていくべきである。これらの活動は継続的に行われるこ

とが極めて重要であるが、同時に、それらの活動は効果的で効率的に行われる必要がある。したが

って、特に国が委託して実施する広聴・広報事業について、これまでの取組について反省し、そのあ

り方の抜本的な見直しを行うことにも真摯に取り組んでいく必要がある。 

国、立地地域の広域自治体及び基礎自治体の三者は、地域の実

情に即したニーズや問題点等について情報を共有し、意見交換の

機会と内容を充実して、原子力政策に関する相互理解を進め、政

策の推進に必要な信頼関係を構築していくべき（国民地域共生） 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

2-5-3．学習機会の整備・充実 

国民の原子力に関する理解の原点は、国民一人一人が原子力と社会との関わりについて関心を

持ち、日頃からそれぞれに学習努力を行うことにある。そこで、国、事業者及び研究開発機関は、互

いに連携を図り、ウエブサイトの充実をはじめとして、国民の原子力とエネルギーに関する生涯学習

の機会を多様化し、一層充実することに取り組むとともに、こうした多様な学習機会の存在を国民に

広く知らせることが重要である。さらに、国、事業者及び研究開発機関は、専門家と国民、とりわけ

立地地域の住民との間の相互理解活動の担い手となる、原子力に関する知識やリスクコミュニケー

ション能力を有する人材の育成を計画的に行うべきである。 

国は、引き続き、児童生徒の発達段階に応じて、放射線や原子力を含めたエネルギー問題に関

する小・中・高等学校における指導の充実や、エネルギーや原子力に関する教育の支援制度の充

実に取り組むことが重要である。地方公共団体には、こうした支援制度を積極的に活用することを期

待する。この活動においては、科学的知見のみならず、学習者が原子力を含むエネルギーを取り巻

く諸情勢に関する正確な知識を深められるよう、見解が分かれている事項についても、様々な視点

から幅広く情報を提供することに留意するべきである。 

非営利組織がエネルギーや原子力に関する学習機会の提供に向けて自律的な活動を活発に行

うことは重要であるから、国及び地方公共団体はそのための適切な環境の整備を検討するべきで

ある。 

実体験を通じた知識の普及の機会は重要であり、原子力研究施設や科学館、博物館等がこの機

会を提供する場として活用されることを期待する。また、核物質防護対策の強化により原子力発電

所等への立入りが制限されることとなったが、実物を見学することの重要性に鑑み、核セキュリティ

の確保と見学の可能性の確保という二つの要請を両立させるよう事業者において引き続き努力を期

待する。 

中学校学習指導要領の改訂において「放射線の性質と利用」に関

する内容が盛り込まれたことを踏まえ、学校教育の中での放射線に

関するリテラシーが養われ、放射線利用に対する国民の理解が促

進されることを期待する。（放射線利用） 

 

2-5-4．国民参加 

国は、今後も引き続き、審議会等における政策の審議・検討の場を公開してその透明性を確保

し、公聴会や意見募集を行い、政策決定過程への国民参画の機会を用意することに誠実に取り組

んでいかなければならない。こうした活動は、公正でタイムリーであることはもちろん、国民の関心の

高いものについては、広聴・広報活動と効果的に連携して早い段階でこのような機会を用意するな

ど、国民にとって効果感のあるものにしていくことが重要である。また、地方公共団体において行わ

れる住民との相互理解を深めるための様々な活動に対しても、国、事業者や研究開発機関は誠実

に協力していくべきである。 

内閣府、文部科学省、経済産業省等は、国民との意見交換の機会

の充実に努めるとともに、様々な国民参加の形を模索しつつ、政策

決定過程において一層透明性を高くし、国民の関心を高め、意見を

広く聴く努力を行うべき（国民地域共生） 

 

 

政策策定に係るデータを最新の情報技術を用いて誰でも

共有できようにするデータ公開に関する新たな取組みを立

ちあげること（成長戦略） 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

国、立地地域の広域自治体及び基礎自治体の三者は、地域の実

情に即したニーズや問題点等について情報を共有し、意見交換の

機会と内容を充実して、原子力政策に関する相互理解を進め、政

策の推進に必要な信頼関係を構築していくべき（国民地域共生） 

 2-5-5．国と地方の関係 

原子力の研究、開発及び利用は、科学技術の振興、エネルギー安定供給、地球温暖化対策といっ

た観点からの国際的かつ全国的視点に立っての国の施策により基本的には推進されるものである

が、その活動は関係施設の立地ができてはじめて可能になり、その安定的な活動により期待される

国民社会に対する貢献も可能になる。このため、国や事業者等は、地域社会に対して国の原子力

政策や関係施設の安全確保のための活動の内容を取組の早い段階から丁寧に説明し、対話を重

ねることが重要である。地方公共団体は、地域住民の生命、財産を保護する責務等を有することか

ら、地域住民の立場に立って、事業者の安全確保のための活動やそれに対する国の規制活動の把

握に努めるなど様々な取組を行っているので、国や事業者等はその取組に協力すべきである。地方

公共団体には、このような国や事業者等の取組がなされることを大前提として、原子力発電等に係

る判断・評価の際に、国や事業者等の取組を効果的に活用する等、国と密接な連携を図っていくこ

とを期待するとともに、地域住民と国や事業者等との相互理解が着実に進むよう適切な措置を講じ

ることを期待する。 

内閣府、文部科学省及び経済産業省は、立地地域以外の広域自

治体や基礎自治体の首長及び住民とも、原子力施設立地の国策

上の位置付け、立地に伴う交付金制度の役割、高レベル放射性廃

棄物処分場の必要性等、原子力政策に関して一層の相互理解を

進める取組を行っていくべき（国民地域共生） 

 

2-5-6．立地地域との共生 

原子力施設の立地受入は、地域社会の開発計画の一環として行われることも多いことから、関係

者は、立地地域の発展についてのビジョンを理解し、その上で自らの活動についての理解と協力を

得るために相互理解活動を行うことが重要である。電源三法交付金制度については、地域の実情

に応じて描かれる多様な地域活性化策に対して充当が可能となる制度とされている。今後とも、国

は、その実効性の向上のためにも、交付金が活用された事業の透明性の向上を図るとともに、こう

した事業が一層効率的・効果的に行われるよう、不断の見直しを行うべきである。最近に至り、地域

の持続的発展を目指すためのビジョンを地域が自ら主体的に構築し、原子力施設が所在することを

長期的、広域的、総合的な地域振興に生かしていくための取組が始まっている。当該地域に所在す

る事業者、若しくは広域的な関係のある大学や研究開発機関等は、その地域の一員であるという自

覚のもとに、このような取組にその有する資源やノウハウを広く活用してその企画段階からパートナ

ーとして積極的に参加していくことを期待する。 

電源三法交付金制度の活用に関しては、今後も地方自治体が立

案、実施、評価及び改善活動を適切に行い、特に交付金を活用し

た事業の評価について広く公表されるべきであると考えます。文部

科学省及び経済産業省は、それを更に評価して交付金制度につい

て不断の見直しを図るとともに、国民と認識を共有するため、地方

自治体による評価の内容を一層広く周知すべき（国民地域共生） 

国と電気事業者は、これまで整備してきた立地地域社会と原子力

施設が共存していく仕組みを、施設の高経年化に応じて更新してい

くことを含め、人々の価値観や社会環境の変化を踏まえて見直し、

あるいは強化していくべき（エネルギー利用） 

事業者及び研究開発機関は、地方自治体が企画立案する地域の

発展を目指すビジョンに対し、地域社会のパートナーとして、地域社

会との率直なコミュニケーションを図りつつ、自ら有する資源やノウ

ハウに応じて今後も引き続き貢献していくことを期待します。（国民

地域共生） 

 

社会環境の変化を踏まえて、電源三法交付金制度等の在

り方について不断の見直しを行うこと（成長戦略） 

 

国と地方自治体、電気事業者は、原子力施設立地地域の

人々が地域の有する人材、資金、資産（産業技術、部品・

サービス需要、文化、自然等）、周辺の学術機関等を効果

的に活用して、雇用の拡大・高度化に主体的に取り組む活

動を推進すること（成長戦略） 

 

今後、現行の電源開発促進税の制度の下では、課税標

準である販売電力量及び税収自体の大幅な増加が見

込めず、電源立地交付金財源の大幅な伸びが見込めな

い中、安全確保を大前提としつつ、この性格をより明確

にするため、原子力発電所の新増設・リプレース、核燃

料サイクル施設の立地を促進するためのさらなる方策を

検討する。また、発電所の運転段階において、設備容量

及び発電電力量により交付金額を算定しているが、算定

に当たり発電電力量に傾斜配分する見直しを検討する。

なお、その場合も、自然災害等で発電ができない場合に

交付金額が大幅に減少することとなるのは制度の趣旨

に反することから、現在も制度として存在している「みな

し規定」は存続する。（エネルギー基本計画） 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

原子力利用の着実な推進   

3-1．エネルギー利用   

3-1-1.基本的考え方 

原子力発電は、地球温暖化対策と我が国のエネルギー安定供給に貢献している。国は、こうした

貢献が今後とも公共の福祉の観点から最適な水準に維持されるように、原子力発電を基幹電源に

位置付けて、着実に推進していくべきである。このため、国は、必要な原子力施設の立地が適時に

なされ、効率的に利用されるように、基本的考え方の明確化、事業環境の整備、研究開発の推進、

国民や立地地域への広聴・広報活動による理解促進等に取り組むべきである。また、民間事業者に

は、巨大技術を用いて事業を行うためのノウハウ等を蓄積し、誠実なリスクコミュニケーションを含む

相互理解活動を通じて地域社会における信頼を醸成する一方、必要な投資と技術開発を行うことに

より、我が国の原子力発電とそれに必要な核燃料サイクル事業を長期にわたって着実に推進してい

くことに取り組むことを期待する。 

  

3-1-2．原子力発電 

（１）基本的考え方 

我が国において各種エネルギー源の特性を踏まえたエネルギー供給のベストミックスを追求して

いくなかで、原子力発電がエネルギー安定供給及び地球温暖化対策に引き続き有意に貢献してい

くことを期待するためには、２０３０年以後も総発電電力量の３０～４０％程度という現在の水準程度

か、それ以上の供給割合を原子力発電が担うことを目指すことが適切である。そして、このことを目

指すためには、今後の原子力発電の推進に当たって、以下を指針とすることが適切である。 

１．既設の原子力発電施設を安全の確保を前提に最大限活用するとともに、立地地域をはじめとす

る国民の理解を大前提に新規の発電所の立地に着実に取り組む。 

２．２０３０年前後から始まると見込まれる既設の原子力発電施設の代替に際しては、炉型としては

現行の軽水炉を改良したものを採用する。原子炉の出力規模はスケールメリットを享受する観点か

ら大型軽水炉を中心とする。ただし、各電気事業者の需要規模・需要動向や経済性等によっては標

準化された中型軽水炉も選択肢となり得ることに留意する。 

３．高速増殖炉については、軽水炉核燃料サイクル事業の進捗や「高速増殖炉サイクルの実用化

戦略調査研究」、「もんじゅ」等の成果に基づいた実用化への取組を踏まえつつ、ウラン需給の動向

等を勘案し、経済性等の諸条件が整うことを前提に、２０５０年頃から商業ベースでの導入を目指

す。なお、導入条件が整う時期が前後することも予想されるが、これが整うのが遅れる場合には、こ

れが整うまで改良型軽水炉の導入を継続する。 

 電気事業者は、高経年化対策の計画的推進を含む新保全

プログラムの定着と原子力発電所の新増設活動を着実に

推進すること（成長戦略） 

 

2009 年 9 月の国気候変動首脳会合において、我が国は、

すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組み

の構築及び意欲的な目標の合意を前提として 1990 年比で

2020 年までに温室効果ガスを２５％削減することを表明し

た。 

2020 年までに、9 基の原子力発電所の新増設を行うととも

に、設備利用率約 85%を目指す。さらに、2030 年までに、少

なくとも 14 基以上の原子力発電所の新増設を行うととも

に、設備利用率約 90%を目指していく。 

（エネルギー基本計画） 

 

2019 年度：設備容量 6170 万ｋＷ(23.6%) 

2019 年度：発電電力量 4468 億ｋＷｈ(41.0%) 

（Ｈ２２年度電力供給計画の概要） 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

（２）今後の取組 

国は、電力自由化の下で総合的に公益等を勘案して、上記の指針に則った民間の長期投資を促

しつつ、環境整備を行うべきである。このため、核燃料サイクルの条件整備等の将来ビジョンを関係

者と共有しつつ、電力自由化に伴う制度面等での対応や新規立地の長期化等を踏まえた立地推進

対策のあり方、技術開発活動の戦略的プロジェクトへの重点化等の政策課題について、その具体

策の検討とその速やかな実施を、不断の見直しを踏まえつつ、行っていくことが適切である。 

また、我が国の原子力発電は、設備利用率や作業者の被ばく線量低減の実績において欧米の後

塵を拝している。この状況に鑑み、電気事業者には、日本原子力技術協会等を通じて国内外の技

術情報の共有・活用を図りつつ、経年変化の技術的評価を基に計画的に適切な保守・保全活動を

行うとともに、安全確保に係る性能指標において世界最高水準を達成することを目標に掲げて保守

管理技術の高度化にも取り組み、安全性と安定性に優れた原子力発電を実現していくことを期待す

る。さらに、出力増強、定期検査の柔軟化や長期サイクル運転による設備利用率向上といった高度

利用に関しても、定期検査の柔軟化を実現できる検査技術や、安全余裕の適正化のために高度化

された安全評価技術を、欧米における経験も踏まえて安全確保の観点から十分に評価・検証した上

で採用することにも取り組むことを期待する。国は、こうした事業者の創意工夫に基づく取組の提案

に積極的に耳を傾け、リスクを十分に抑制しつつ実現できるかどうかを厳格に評価して判断を下して

いくべきである。 

製造事業者には、国や電気事業者のこうした取組と相まって、原子炉設備の徹底した標準化や

斬新な設計思想に基づく独自技術の開発に努め、その発信能力を高めるとともに、事業者間の連

携を進める等の取組によって事業の効率性を格段に高めることにより、世界市場で通用する規模と

競争力を持つよう体質を強化することを期待する。 

 

今後、省エネルギー等の取組が強化されることによって相対的に発電

能力に占める原子力発電の割合が増えると、原子力発電が基底負荷

を超えて変動負荷に対しても供給を担うことになります。これまでも復

水器の清掃やＢＷＲにおける制御棒パターン変更に際して原子炉出力

を一時的に低下させていますが、今後は、週末や正月などの電力需要

が少ないときに出力を抑制して運転する方式が採用される可能性があ

ります。このような運転方式をルーチン化するに際しては、かつてチェ

ルノブイリ原子力発電所の事故の直後に四国電力(株)が出力調整運

転試験を実施した際に強い反対運動があったことを想起して、あらかじ

め、学界等の第三者機関に技術的検討を踏まえた見解の表明を求め

ておきるなどして、立地地域社会に対する説明をこれらをも用いて十分

に行うことを期待します。（エネルギー利用） 

電気事業としての技術リスク管理機能を整備し、これが専門技術組織

としてのＪＡＥＡや日本原子力技術協会(ＪＡＮＴＩ)、電力中央研究所を活

用して、課題解決に取り組み、特定の電気事業者がパイロットプログラ

ムや先行試験を実施した場合には、その成果を全電気事業者が活用

していくことができるようにすることを期待します（中略）国には、これら

の電気事業者の取組の妥当性の判断に必要な規制当局としての基盤

となる科学技術能力を維持・涵養するべく、規制において必要な科学

技術に関する研究活動を充実して継続していくことを求めます。（エネ

ルギー利用） 

電気事業者が２０３０年前後から既設の原子力発電施設を代替して次

世代軽水炉を本格的に導入することができるためには、その判断に十

分間に合う時期までに、次世代軽水炉の安定稼動について十分な信

頼性が確保されていることが重要です。このためには、それまでに新

技術についての各種実証試験や実運転の実績を積む必要があること

を踏まえて、必要な研究開発期間や研究開発投資のあり方を含む技

術開発計画を適切に立案実行していく必要があります。次世代軽水炉

を世界標準とすることを目指すためには、我が国技術の早い段階での

国際標準化が重要であり、海外の電気事業者と製造事業者、製造事

業者間などの戦略的協力関係を早期に構築することが重要です。さら

に、研究開発段階から運転開始後のプラントの運用面を念頭においた

運転性や保守性も考慮した技術開発が重要であることから、長期にわ

たる軽水炉プラントの運転経験を有する電気事業者の積極的な参加

が求められます。（エネルギー利用） 

国と地方自治体は、それぞれの役割分担と責任の明確化

を図り、原子力発電の安全確保に関する取組みを着実に

実施し、その内容を国民に明快に説明すること、また原子

力発電の重要性を丁寧に説明すること（成長戦略） 

 

高速増殖炉サイクル技術は、我が国の長期的なエネルギ

ー安定供給等に大きく貢献するものであり、早期実用化に

向けた研究開発を着実に進めることが重要である。2010 年

5 月に試運転が再開された高速増殖原型炉「もんじゅ」の成

果等も反映しつつ、2025 年頃までの実証炉の実現、2050

年より前の商業炉の導入に向け、引き続き、経済産業省と

文部科学省とが連携して研究開発を推進する。（エネルギ

ー基本計画） 



平成２２年７月２７日 
 

(15/28) 

現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

このような世界標準を獲得するための関係者間の協力関係の構築や

人材の確保、育成は、将来の実用化に適用することを念頭に国際協力

の下で進められている高速増殖炉の研究開発においても共通する取

組です。（エネルギー利用） 

3-1-3．核燃料サイクル   

 国及び事業者は、再処理施設を所有し、その施設から発生した放

射性廃棄物の処理処分に向けて引き続き技術開発を行っているＪ

ＡＥＡや学界の意見も聞きながら、長期的観点に立って核燃料サイ

クルに係る技術開発や研究開発に対する今後の取組のあり方を検

討し、それを推進するための人材の確保も含めて適切な役割分担

のもと、共同して取り組むことを企画し、それを的確に実行していく

べきです。（エネルギー利用） 

使用済燃料の中間貯蔵、再処理、放射性廃棄物の処分を

含む核燃料サイクルの取組みを着実に推進させること（成

長戦略） 

 

高速増殖炉サイクルに関する研究開発の進捗状況及びそ

の早期実現に向けた取組に関する検討結果の報告に対す

る見解（平成 22 年 7 月 20 日） 

(1) 天然ウラン確保 

天然ウランを将来にわたって安定的に確保することが重要との観点等から、国際的な資源獲得

競争が激化する可能性を踏まえ、電気事業者においては、供給源の多様化や長期購入契約、開発

輸入等により天然ウランの安定的確保を図ることが重要である。 

ウラン資源を有する開発途上国は、ウラン資源開発の権益を国の

発展のために活用したいと考えていることから、こうした国に対して

は、資源開発事業への参入だけを求めるのではなく、相互裨益の

観点から、人材育成などの基盤整備を含む総合的な観点から当該

国の産業開発に係る取組の推進から支援していくべきです。（エネ

ルギー利用） 

 

 

(2) ウラン濃縮 

我が国として、濃縮ウランの供給安定性や核燃料サイクルの自主性を向上させていくことは重要

との観点等から、事業者には、これまでの経験を踏まえ、より経済性の高い遠心分離機の開発、導

入を進め、六ヶ所ウラン濃縮工場の安定した操業及び経済性の向上を図ることを期待する。なお、

国内でのウラン濃縮に伴い発生する劣化ウランは、将来の利用に備え、適切に貯蔵していくことが

望まれる。 

日本原燃(株)のウラン濃縮事業については、現在準備を進めてい

る新型遠心分離機の導入にあたって、今後、予想される国際的な

ウラン濃縮事業間の価格競争や、核不拡散の観点から一国が単独

で国際競争力のないウラン濃縮工場を建設することを自粛するべ

きとの意見があることも踏まえて、国際競争力のある存在になるこ

とが求められています。このためには、順調に生産能力を回復し、

さらには目標とする能力に計画通りに到達できるよう、一見些細な

ことも見逃さず十分な分析を行い、得られた知見の水平展開を怠ら

ずに業務のリスク管理を徹底していくべきです。また、世界の濃縮

事業者が多国籍化を旗印に、存在意義の強化や市場開拓を進め

ている現状を踏まえて、国としても、今後のこの分野の取組のあり

方を検討していくべきです。（エネルギー利用） 

我が国は、NPT と AP に基づく保障措置が適用された商用施設を、

どのように多国間管理すれば軍事転用や核拡散の防止効果を高く

できるかについて、今後慎重に検討していくこと（国際専門部会） 

我が国が核燃料供給保証など国際社会の取組に貢献し、

輸送途絶等のﾘｽｸに備えるという観点から濃縮ｳﾗﾝの国内

備蓄の可能性について検討を進める。（ｴﾈﾙｷﾞｰ基本計画）
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

(3) 使用済燃料の取扱い 

我が国における原子力発電の推進に当たっては、経済性の確保のみならず、循環型社会の追

究、エネルギー安定供給、将来における不確実性への対応能力の確保等を総合的に勘案するべき

である。そこで、これら１０項目の視点からの各シナリオの評価に基づいて、我が国においては、核

燃料資源を合理的に達成できる限りにおいて有効に利用することを目指して、安全性、核不拡散

性、環境適合性を確保するとともに、経済性にも留意しつつ、使用済燃料を再処理し、回収されるプ

ルトニウム、ウラン等を有効利用することを基本的方針とする。使用済燃料の再処理は、核燃料サ

イクルの自主性を確実なものにする観点から、国内で行うことを原則とする。 

国は、核燃料サイクルに関連して既に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積

立金の積立て及び管理に関する法律」等の措置を講じてきているが、今後ともこの基本的方針を踏

まえて、効果的な研究開発を推進し、所要の経済的措置を整備するべきである。事業者には、これ

らの国の取組を踏まえて、六ヶ所再処理工場及びその関連施設の建設・運転を安全性、信頼性の

確保と経済性の向上に配慮し、事業リスクの管理に万全を期して着実に実施することにより、責任を

もって核燃料サイクル事業を推進することを期待する。それら施設の建設・運転により、我が国にお

ける実用再処理技術の定着・発展に寄与することも期待する。 

今後の現場の取組に当たっては、過去の知見を踏まえて起き得

る様々なシナリオを作り出し、不都合をもたらす可能性のあるもの

については、未然にその発現防止策を講じるか、事後対策のとりや

すさを確認するなど、十分な業務リスク管理を行いつつ、着実に困

難の克服に取り組むことが大切です。 

ＪＡＥＡにおいては、先行者として、先行試験のできることについて

はできるだけ実施して、リアリティのある情報を得て、日本原燃(株)

とこれを共有して、この再処理事業を的確に支援する活動を行うこ

とを期待します。（エネルギー利用） 

中間貯蔵政策の進展（リサイクル燃料備蓄センター（むつ）

の事業許可。） 

 

(4) プルサーマル 

我が国においては、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム、ウラン等を有効利用すると

いう基本的方針を踏まえ、当面、プルサーマルを着実に推進することとする。このため、国において

は、国民や立地地域との相互理解を図るための広聴・広報活動への積極的な取組を行うなど、一層

の努力が求められる。事業者には、プルサーマルを計画的かつ着実に推進し、六ヶ所再処理工場

の運転と歩調を合わせ、国内のＭＯＸ燃料加工事業の整備を進めることを期待する。なお、プルサ

ーマルを進めるために必要な燃料は、当面、海外において回収されたプルトニウムを原料とし、海外

においてＭＯＸ燃料に加工して、国内に輸送することとする。このため、国及び事業者は、輸送ルー

トの沿岸諸国に対して輸送の際に講じている安全対策等を我が国の原子力政策や輸送の必要性と

ともに丁寧に説明し理解を得る努力を今後も継続していくことが必要である。 

 ＭＯＸ燃料加工施設の事業許可。 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

(5) 中間貯蔵及びその後の処理の方策 

使用済燃料は、当面は、利用可能になる再処理能力の範囲で再処理を行うこととし、これを超え

て発生するものは中間貯蔵することとする。中間貯蔵された使用済燃料及びプルサーマルに伴って

発生する軽水炉使用済ＭＯＸ燃料の処理の方策は、六ヶ所再処理工場の運転実績、高速増殖炉及

び再処理技術に関する研究開発の進捗状況、核不拡散を巡る国際的な動向等を踏まえて２０１０年

頃から検討を開始する。この検討は使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム、ウラン等を有

効利用するという基本的方針を踏まえ、柔軟性にも配慮して進めるものとし、その結果を踏まえて建

設が進められるその処理のための施設の操業が六ヶ所再処理工場の操業終了に十分に間に合う

時期までに結論を得ることとする。 

国は、中間貯蔵のための施設の立地について国民や立地地域との相互理解を図るための広聴・

広報活動等への着実な取組を行う必要がある。事業者には、中間貯蔵の事業を着実に実現してい

くことを期待する。 

 中間貯蔵政策の進展（リサイクル燃料備蓄センター（むつ）

の事業許可。） 

 

 

(6) 不確実性への対応 

国、研究開発機関、事業者等は、長期的には、技術の動向、国際情勢等に不確実要素が多々あ

ることから、それぞれに、あるいは協力して、状況の変化に応じた政策選択に関する柔軟な検討を

可能にするために使用済燃料の直接処分技術等に関する調査研究を、適宜に進めることが期待さ

れる。 

国及び研究開発機関は、大学や民間事業者とも協力して、使用済

燃料の直接処分技術、中間貯蔵施設における貯蔵期間を延伸する

技術、トリウム利用技術、核変換・分離技術、核拡散抵抗性の向上

方策、海水ウランの採取技術などのうち、我が国が現在実用化を

目指す開発活動に位置づけていない技術に係る研究開発もを適切

な水準で継続的に推進していくべきです。（エネルギー利用） 

 

産業界等の利用に供する施設・設備を所有する関係機関は、利用

の拡大を図るため、トライアルユース制度等を活用した新たなユー

ザの掘り起こし、ユーザの利便性の高い環境の構築等の取組を行

うことが重要である。また、その際、国が必要に応じて適切な支援を

行うことを期待する（放射線利用） 

 

放射線利用を促進するためのトライアルユース制度の充実

及び利用者の相互学習ネットワークを整備すること、既存

の放射線施設の能力の向上及び革新的な放射線源の研

究開発を推進すること（成長戦略） 

国として推進すべき放射線利用に係る基礎的・基盤的な研究開発

及び推進方策、国として確保していくべき共通基盤的技術・インフラ

及びそれらの整備のあり方について、関係行政機関等が連携して、

検討を行うことが重要である。（放射線利用） 

 

 

 

3-2．放射線利用 

３－２－１．基本的考え方 

放射線はこれまで、学術、工業、農業、医療、その他の分野で適切な安全管理の下で利用されて

きており、社会に大きな効用をもたらしている。しかしながら、放射線は取扱いを誤れば人の健康に

悪影響を与えること、不適切な取扱事例が報告されることがあることから、利用現場においては、安

全確保のあり方について絶えず見直し、今後とも厳格な安全管理体制の下で、効果的で効率的な

利用に向けて努力がなされることを期待する。 

放射線や放射性物質を利用する分野は着実に拡大してきているが、今後ともこれが進展していく

ためには、潜在的な利用者の技術情報や効用と安全性についての理解の不足を解消していくこと

が重要である。そこで、従来から存在する産学官の連携の取組を強化して情報提供、経験交流、共

同開発を進める観点から、医学分野・工学分野・農学分野間の連携等を図るとともに、事業者、国

民、研究者間の相互交流のためのインターフェースや相互学習のためのネットワーク等を整備して

いくべきである。 

国は、先端技術が効果的に利用されるように、放射線利用技術の高度化に向けて適切な支援策

を講じるとともに、国と民間の科学技術活動に対する効果の大きい先端的な施設・設備の整備を行

っていくべきである。 

なお、地方公共団体の実施する地域産業の振興策等は、地域産業がこの分野の先端技術施設

を利用し、技術水準を向上させ、多様な生産活動を展開していく契機を与えるのに有効である。そこ

地方公共団体において、産学官が緊密に連携し、それぞれの資金

面や人材面でのリソースを結集し、例えば、放射線利用施設を核に

するなどして、地域の特色を生かしたプロジェクトを展開することを

期待する。（放射線利用） 
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(18/28) 

現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

規制当局は、海外の状況等を踏まえ、規制のさらなる合理化が必

要であると認められる場合には、安全確保を大前提として、関係行

政機関等と緊密に連携して十分な議論を行いつつ適切な対応を行

うことが期待される（放射線利用） 

 

モリブデン-99 の安定供給のために、関係行政機関が、産業界、医

療関係者、研究開発機関等の関係機関と緊密に連携・協力しつ

つ、国としての対応について早急に検討を進めていくことが必要で

ある。（放射線利用） 

原子力研究開発機関を中心として、高速増殖炉サイクル技

術をはじめとする世界最先端の原子力エネルギー研究開

発に取り組むとともに、これらに係るインフラの充実と国際

ネットワーク活動を充実すること（成長戦略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、国及び地方公共団体は、地方公共団体のイニシアティブのもとに地域の大学等とも連携して、

当該施設にこの目的のための関連施設を整備し、基盤インフラの共用を図るなどして、地域産業に

よる有効活用を促していくことが重要である。 

３－２－２．各分野における進め方 

（１）科学技術・学術分野 

放射線は基礎研究や様々な科学技術活動を支える優れた道具として重要であり、引き続き我が

国の科学技術や学術水準の向上に資する活動において積極的に利用されるべきである。量子ビー

ムテクノロジーは、今後、ナノテクノロジーやライフサイエンス等最先端かつ重要な科学技術・学術分

野から、医療・農業・工業等の幅広い産業までを支えていくことが期待されている。そこで、国は、大

強度陽子加速器といった世界最先端の量子ビーム施設・設備を我が国の基幹的な共通科学技術イ

ンフラとして整備していくことに継続して取り組むとともに、こうした施設・設備において、産学官が連

携して活用できる環境の整備や研究者及び開発者にとって利用しやすい柔軟性に富んだ共用・支

援体制の整備等に取り組むべきである。 

（２）工業分野 

放射線による新材料の創製技術や新しい加工技術・測定技術等の研究開発成果が産業界で効

果的に活用されるよう、これらを周知する活動を強化することが重要である。このため、研究協力の

推進や円滑な技術移転を進めるための民間による先端施設の利用等の産学官の連携・協働活動

を一層推進するべきである。 

（３）医療分野 

国は、放射線医学の研究開発成果に基づく患者の負担が少ない放射線治療についての情報が

医療や医学教育の現場において広く共有・教育され、適正な放射線治療が普及していくよう、所要

の措置を講じるべきである。放射線診断による患者の被ばくについては、関係団体において現場の

医療関係者等と連携を図り、国際機関等から提示されている参考レベル等を参照して、国民に不必

要な被ばくをさせないために、指針の策定を含め、被ばく線量の最適化に向けた方策の検討が行わ

れることを期待する。 

（４）その他の分野 

食品照射については、生産者、消費者等が科学的な根拠に基づき、具体的な取組の便益とリス

クについて相互理解を深めていくことが必要である。また、多くの国で食品照射の実績がある食品に

ついては、関係者が科学的データ等により科学的合理性を評価し、それに基づく措置が講じられる

ことが重要である。農業分野の利用活動のうち放射線育種については、国民生活の水準向上や産

業振興に寄与できる品種の作出を目指し、不妊虫放飼法による害虫防除等については、害虫の根

絶や侵入の防止を目指し技術開発及び事業を引き続き推進していくべきである。放射線を利用した

環境浄化技術や有用金属捕集材の製造技術については、国は技術の高度化を進めるとともに、そ

の実用化に取り組む者を適切に支援していくべきである。 

 

 

 医療分野における X 線 CT、PET、粒子線がん治療等の高

度放射線利用技術の普及を促進するため、関連放射線医

薬品の供給体制の整備、新しい技術にも適合するよう関連

する安全規制の内容の絶えざる見直し、これらの技術の利

用に必要な人材の育成、関連設備の低価格化を推進する

こと（成長戦略） 

 

放射線医療技術、放射線利用技術に係る産業を戦略産業

化すること（成長戦略） 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

原子力研究開発の推進   

4-1．原子力研究開発の進め方 

原子力発電を基幹電源として維持していくことには大きな公益があるが、これを可能にするために

は、核燃料サイクルを含めた既存技術の安全性、信頼性、経済性、供給安定性、環境適合性等を

絶えず改良・改善していくとともに、次世代の供給を担うことのできる競争力のある革新技術の研究

開発を実施していく必要がある。放射線利用の分野においても、放射線の発生から利用までの至る

ところで様々な改良や革新の可能性が提起されており、その実現は学術の進歩や産業の振興をも

たらすので、今後とも多様な研究開発を進めていくことが適切である。また、これらの原子力開発利

用の技術に関する基盤を維持し新たな概念を生み出していく基礎的・基盤的な研究開発活動は、今

後とも継続していくべきである。なお、原子力技術は国際場裡においてはどの国を起源とする技術

かが厳格に追求され、自国産の技術でないと国際展開等に不都合を生じることも少なくないため

に、他の分野に比べ、我が国の独自技術を保有することを目指した研究開発を推進する重要性が

高い。さらに、原子力研究開発は、その総合性のゆえに、研究開発手段である大型研究開発施設

等が他の科学技術分野に有力な研究手段を提供する一方、長期的視点に立った実現時期がかな

り遠い将来と考えられる技術の探索的な研究から実用技術の改良・改善という短期的視点に立った

研究開発まで、様々な段階にある研究開発課題に並行して取り組むことによって、その波及効果と

して様々な技術革新のシーズを提供してきている。 

以上の諸点を踏まえれば、原子力研究開発は、今後とも、１）基礎的・基盤的な研究開発、２）革

新的な技術概念に基づく技術システムの実現可能性を探索する研究開発、３）革新的な技術システ

ムを実用化候補にまで発展させる研究開発、４）革新技術システムを実用化するための研究開発、

５）既に実用化された技術を改良・改善するための研究開発 という異なる段階にある研究開発課題

に対する取組を並行して進めていくことが適切である。 

ただし、原子力研究開発には、実用化に至るまで長期の期間を要するため実用化の不確実性が

大きく、民間が単独で行うにはリスクが大きすぎることや放射性物質を取り扱える研究開発施設が

必要であること等の特徴がある。したがって、原子力の社会に対する貢献や寄与を継続・拡大して

いくためには、国あるいは研究開発機関が、革新的な技術システムを実用化候補にまで発展させる

段階までを中心に、他の科学技術分野に比べてより大きな役割を果たしていく必要がある。その場

合であっても、国の活動は、公益の観点から期待される成果を明確にし、効果的かつ効率的に進め

られるべきである。したがって、国は、上の取組について、一定期間のうちに予想される成果と課

題、その実用化時期における予測される環境条件を踏まえて実施される多面的な評価結果に基づく

投資の費用対効果、研究開発の段階に応じた官民の役割分担と資源配分のあり方、国際協力の効

果的活用の可能性等を総合的に評価・検討して、「選択と集中」の考え方に基づいて研究開発資源

の効果的かつ効率的な配分を行っていくべきである。 

また、国の研究開発投資の配分の検討に当たっては、大型の研究開発施設等が他の科学技術

分野に有力な研究手段を提供する等、原子力研究開発が我が国の科学技術活動全般に果たして

いる機能についても評価し、この点も適切に考慮されることが望ましい。 

本報告書では、最新の科学的知見を提案・活用して、技術的要件と

社会的な要請に絶えず見直しをかけるスパイラル型の研究開発ア

プローチを採用すべきこと、また、そのアプローチを可能にするため

に、必要な技術基盤を高いレベルで維持する取組が必要であること

などを指摘している。（研究開発専門部会） 

 

官民の役割を明確にする観点から、その分担を主とした研究開発

活動の体系を示したことは適切と考えるが、その活動の一部には、

基礎的・基盤的研究との連携の不足、開発目標管理の不十分さ、

技術移転に時間を要していること等に起因し、所期の目標通り進捗

していないものもある。 

このため、原子力委員会は、我が国が目指す原子力利用の目標実

現に向けて、短期的、中期的、長期的観点から取り組むべき原子

力研究開発活動を明らかにした上で、上述したような課題の解決に

主導的に取り組み、絶えず我が国全体の原子力研究開発活動を俯

瞰した政策を企画・審議・決定していくべきである。 

その際には、我が国の原子力の将来のあり方について、国民的合

意を形成しつつ、追求すべき原子力技術システムを見定め、その上

で、国が関与する範囲についての資源配分の重みについても柔軟

に見直し、工夫を重ねていくことが必要である。（研究開発専門部

会） 

 

原子力分野の人材育成を行う大学等が連携して、長期的視点に立

ち、既存の原子炉やホットラボ等を維持するための方策、その維持

にかかる費用等を含めてそれぞれの大学等間の役割分担につい

て議論し、効果的に機能する運用の仕組みを検討することを期待し

ます。（人材育成） 

原子力研究開発機関を中心として、高速増殖炉サイクル技

術をはじめとする世界最先端の原子力エネルギー研究開

発に取り組むとともに、これらに係るインフラの充実と国際

ネットワーク活動を充実すること（成長戦略） 

 

原子力の研究、開発及び利用における世界で初めての取

組みが必要な安全を確保して遅滞なく実施できるよう、独

立性、公開性、効率性、合理性、信頼性の確保を重視し、

国民の視点に立った効果的、現実的、タイムリーな規制活

動を行うことのできる原子力安全規制行政体制を整備する

こと（成長戦略） 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

4-1-1．基礎的・基盤的な研究開発 

基礎的・基盤的な研究開発活動は、我が国の原子力利用を分野横断的に支え、その技術基盤を

高い水準に維持したり、新しい知識や技術概念を獲得・創出する目的で行われ、研究者・技術者の

養成にも寄与するところが大きい。したがって、この段階の研究開発は、国や研究開発機関、大学

によって、国際協力を効果的に活用しつつ、主体的に推進されるべきである。 

原子力安全研究は、原子力利用の大前提である安全の確保に直結し、全ての原子力の研究、開

発及び利用に関する活動の基盤となるので、原子力安全委員会の定める「原子力の重点安全研究

計画」を踏まえて着実に進める必要がある。 

その他の基礎的・基盤的な研究開発の主要な活動には、核工学、炉工学、材料工学、原子力シミ

ュレーション工学等原子力の共通基盤技術の研究や保障措置技術、量子ビームテクノロジー、再処

理の経済性の飛躍的向上を目指す技術や放射性廃棄物中の長寿命核種の短寿命化等による放射

性廃棄物処理・処分の負担軽減に貢献する分離変換技術の研究開発等がある。Ｒ Ｉ 等を利用した

放射線利用研究や量子ビームテクノロジーに関しては、革新技術の探索や新しい利用分野を開拓

する研究、原子力以外の広範な分野での利用を開発する研究等を着実に推進することが必要であ

る。核燃料サイクルの推進等において将来の社会情勢の変化等に柔軟に対応できる技術的選択肢

を確保するための基礎的な調査研究も、国は適宜に推進するべきである。 

国は、この段階で生まれた新しい知識や技術概念を適切に評価して、革新的な技術システムの

実現を目指す活動の対象とするかどうかを判断していくべきである。 

本報告書では、最新の科学的知見を提案・活用して、技術的要件と

社会的な要請に絶えず見直しをかけるスパイラル型の研究開発ア

プローチを採用すべきこと、また、そのアプローチを可能にするため

に、必要な技術基盤を高いレベルで維持する取組が必要であること

などを指摘している。（研究開発専門部会） 

 

4-1-2．革新的な技術概念に基づく技術システムの実現可能性を探索する研究開発 

基礎的・基盤的な研究開発で生まれた革新的技術概念に基づく技術システムの実現可能性を探

索するための研究開発については、国はその実用化に至るまでに要する費用との関係において予

想される実用化に伴う公益の大きさに応じて取組のあり方を定めるべきである。 

この考え方に基づいて進められてきている、第三段階核融合研究開発基本計画に基づくＩ Ｔ Ｅ Ｒ 

計画をはじめとする核融合エネルギーを取り出す技術システムの研究開発、高温の熱源や経済性

に優れた発電手段となり得る高温ガス炉とこれによる水素製造技術の研究開発等については、今

後とも技術概念や基盤技術の成熟度等を考慮しつつ長期的視野に立って必要な取組を決め、推進

していくことが重要である。その際、シミュレーション技術の高度化等による、大規模な技術システム

開発の効率化も考慮する必要がある。また、量子ビームテクノロジーについても、小型加速器がん

治療システム等革新的技術概念に基づく技術システムの開発に同様の考え方で取り組むべきであ

る。 

 

第三段階核融合研究開発基本計画の中核装置である ITER につい

ては、平成 19 年に ITER 機構が正式に発足し、文部科学省及び国

内機関である JAEA を中心として、ITER 建設に向けた取組みが着

実に進展している。また、BA 活動においても、ITER 支援研究や原

型炉に向けた研究開発を実施する体制が整いつつあり、着実に計

画が進展されている。今後もそれぞれの計画において最大限の成

果を得るように引き続き全日本的な連携を図りつつ着実に計画を

進展させることが必要である。（中略）ヘリカル、レーザー方式につ

いては、核融合の選択肢を拡げる観点から着実に研究開発が実施

されている。今後は、それぞれの方式についての方向性を明らかに

していくため、将来計画について十分な検討を行っていく必要があ

る。（核融合専門部会） 

長期的視野にたって、ITER 計画やこれに連携した幅広い

アプローチ活動を始めとする核融合について着実に推進す

る。（エネルギー基本計画） 

 

原子力研究開発機関を中心として、高速増殖炉サイクル技

術をはじめとする世界最先端の原子力エネルギー研究開

発に取り組むとともに、これらに係るインフラの充実と国際

ネットワーク活動を充実すること（成長戦略） 
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(21/28) 

現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

4-1-3．革新的な技術システムを実用化候補まで発展させる研究開発 

原子力利用や広範な科学技術分野に革新をもたらす可能性が大きい革新技術システムを、実用

化の候補にまで発展させるための研究開発については、国及び研究開発機関が、産業界とロード

マップ等を共有し、大学や産業界の協力・協働を得つつ、主体的に取り組むべきである。この場合、

段階的な計画として取り組み、段階を進める際には国が成果と計画の評価を行い、実施すべき研

究開発を重点化して進めることが肝要である。さらに、産業界が実用化の対象として選択できる環

境を整えるために、研究開発政策と産業政策を担当する関係行政機関が政策連携を進めることも

重要である。 

この段階にある取組の最大のものは高速増殖炉サイクル技術の研究開発である。高速増殖炉サ

イクル技術は、長期的なエネルギー安定供給や放射性廃棄物の潜在的有害度の低減に貢献でき

る可能性を有することから、これまでの経験からの教訓を十分に踏まえつつ、その実用化に向けた

研究開発を、日本原子力研究開発機構を中核として着実に推進するべきである。具体的には、研

究開発の場の中核と位置付けられる「もんじゅ」の運転を早期に再開し、１０年程度以内を目途に

「発電プラントとしての信頼性の実証」と「運転経験を通じたナトリウム取扱技術の確立」という所期

の目的を達成することに優先して取り組むべきである。その後、「もんじゅ」はその発生する高速中

性子を研究開発に提供できることを踏まえ、燃料製造及び再処理技術開発活動と連携して、高速増

殖炉の実用化に向けた研究開発等の場として活用・利用することが期待される。その具体的な活動

の内容については、その段階までの運転実績や「実用化戦略調査研究」の成果を評価しつつ計画

されるべきである。これらの活動には国際協力を活用することが重要であるから、「もんじゅ」及びそ

の周辺施設を国際的な研究開発協力の拠点として整備し、国内外に開かれた研究開発を実施し、

その成果を国内外に発信していくべきである。 

また、日本原子力研究開発機構は、「もんじゅ」等の成果も踏まえ、高速増殖炉サイクルの適切な

実用化像とそこに至るまでの研究開発計画を２０１５年頃に提示することを目的に、電気事業者とと

もに、電力中央研究所、製造事業者、大学等の協力を得つつ「実用化戦略調査研究」を実施してい

る。その途中段階での取りまとめであるフェーズⅡの成果は２００５年度末に取りまとめられ、国がそ

の成果を評価して方針を提示することとしており、その後もその方針に沿って研究開発を的確に進

めるべきである。その際、第四世代原子力システムに関する国際フォーラムにおけるこの分野の成

果を取り入れることも重要である。 

また、日本原子力研究開発機構は、「常陽」を始めとする国内外の研究開発施設を活用し、海外

の優れた研究者の参加を求めて、高速増殖炉サイクル技術の裾野の広い研究開発も行うものとす

る。電力中央研究所、大学、製造事業者等においても、これらに連携して研究開発を実施すること

を期待する。 

高速増殖原型炉「もんじゅ」における研究開発は、我が国の高速増

殖炉サイクル技術の実用化に向けた研究開発計画において重要な

位置づけを占めており、国民からの負託を受けた重要な取組であ

る。したがって「もんじゅ」の運転再開は現時点におけるＪＡＥＡの最

重要課題であり、ＪＡＥＡは、先述した「リーダーシップ」等研究開発

に関わる能力を最大限に発揮し、これを早期に実現することに組織

をあげて取り組むべきである。（研究開発専門部会） 

文部科学大臣及び経済産業大臣は、次期中期目標の策定にあた

っては、第４章において示した我が国の原子力研究開発のあり方に

関する議論を踏まえ、ＪＡＥＡに対して、基礎・基盤研究とプロジェク

ト研究との連携・融合の促進等を重視した責任ある中期目標を指

示すべきであり、原子力委員会においても、原子力研究開発政策

に関する責任を有する立場から、次期中期目標の策定作業に然る

べき関与をし、必要に応じて適切な意見を述べるべきである。（研究

開発専門部会） 

高速増殖炉サイクルの実証プロセス移行にあたっての課

題を具体的に検討し認識共有を行うことを目的とした関係

省庁、電気事業者、メーカー、研究開発機関からなる協議

会（五者協）の発足 

 

高速増殖炉サイクルに関する研究開発の進捗状況及びそ

の早期実現に向けた取組に関する検討結果の報告に対す

る見解（平成 22 年 7 月 20 日） 

 

高速増殖炉サイクル技術は、我が国の長期的なエネルギ

ー安定供給等に大きく貢献するものであり、早期実用化に

向けた研究開発を着実に進めることが重要である。2010 年

5 月に試運転が再開された高速増殖原型炉「もんじゅ」の成

果等も反映しつつ、2025 年頃までの実証炉の実現、2050

年より前の商業炉の導入に向け、引き続き、経済産業省と

文部科学省とが連携して研究開発を推進する。（エネルギ

ー基本計画） 

 

原子力研究開発機関を中心として、高速増殖炉サイクル技

術をはじめとする世界最先端の原子力エネルギー研究開

発に取り組むとともに、これらに係るインフラの充実と国際

ネットワーク活動を充実すること（成長戦略） 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

国は、これらの進捗状況等を適宜評価して、柔軟性のある戦略的な研究開発の方針を国民に提

示していくべきである。特に、「実用化戦略調査研究」の取りまとめを受け、高速増殖炉サイクルの

適切な実用化像と２０５０ 年頃からの商業ベースでの導入に至るまでの段階的な研究開発計画に

ついて２０１５年頃から国としての検討を行うことを念頭に、実用化戦略調査研究フェーズⅡの成果

を速やかに評価して、その後の研究開発の方針を提示するものとする。なお、実用化に向けた次の

段階の取組に位置付けられるべき実証炉については、これらの研究開発の過程で得られる種々の

成果等を十分に評価した上で、具体的計画の決定を行うことが適切である。 

 

  

 

 

 

 

高速増殖炉サイクルの実証プロセス移行にあたっての課

題を具体的に検討し認識共有を行うことを目的とした関係

省庁、電気事業者、メーカー、研究開発機関からなる協議

会（五者協）の発足 

 

高速増殖炉サイクルに関する研究開発の進捗状況及びそ

の早期実現に向けた取組に関する検討結果の報告に対す

る見解（平成 22 年 7 月 20 日） 

 

4-1-4．革新技術システムを実用化するための研究開発 

実用化候補技術システムの中から対象を選んで実用化するために計画・実施される研究開発

は、原則としてそのシステムによる事業を行う産業界が自ら資源を投じて実施するべきである。国

は、その技術システムの実用化が原子力に期待される公益の観点から重要と考えられる場合等に

限って、その費用対効果を適宜適切に評価し、支援等を行うべきである。 

この段階の主要な取組としては、放射性廃棄物処分技術や改良型軽水炉技術、軽水炉の全炉心

ＭＯＸ利用技術等がある。日本原子力研究開発機構においては、六ヶ所再処理工場への必要な技

術支援を継続する。六ヶ所再処理工場に続く再処理工場に向けての技術開発のあり方について

は、六ヶ所再処理工場の運転実績、高速増殖炉及び再処理にかかる研究開発の進捗状況等を踏

まえて処理の方策が明らかにされることを受けつつ、関係者間で検討を進める。これらのうち、高燃

焼度燃料や軽水炉使用済ＭＯＸ燃料の実証試験等については、日本原子力研究開発機構が、六ヶ

所再処理工場及び六ヶ所再処理工場に続く再処理工場に係る技術的課題の提示を受けた上で実

施する。また、改良型軽水炉技術の開発においても、日本原子力研究開発機構の有する技術ポテ

ンシャル、安全性試験装置等を効果的に活用することが効率的である。 

放射線利用分野におけるこの段階の研究開発は、産業界が前段階までに蓄積した知見を効果的

に活用して推進することが多くの場合に有効であるから、そうした知見が周知されるよう、技術移転

及び産学官の連携・協働を一層推進するべきである。 

電気事業者が２０３０年前後から既設の原子力発電施設を代替して

次世代軽水炉を本格的に導入することができるためには、その判

断に十分間に合う時期までに、次世代軽水炉の安定稼動について

十分な信頼性が確保されていることが重要です。このためには、そ

れまでに新技術についての各種実証試験や実運転の実績を積む

必要があることを踏まえて、必要な研究開発期間や研究開発投資

のあり方を含む技術開発計画を適切に立案実行していく必要があ

ります。次世代軽水炉を世界標準とすることを目指すためには、我

が国技術の早い段階での国際標準化が重要であり、海外の電気事

業者と製造事業者、製造事業者間などの戦略的協力関係を早期に

構築することが重要です。さらに、研究開発段階から運転開始後の

プラントの運用面を念頭においた運転性や保守性も考慮した技術

開発が重要であることから、長期にわたる軽水炉プラントの運転経

験を有する電気事業者の積極的な参加が求められます。（エネル

ギー利用） 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

4-1-5．既に実用化された技術を改良・改善するための研究開発（既存原子力施設の高度化、改

良） 

既に実用化された技術を改良・改善する研究開発は事業者が自ら資源を投じて実施すべきであ

る。ただし、その成果が多くの事業者間で共有されることが望ましい場合や、その研究開発の成功

が公益に資するところが大きい場合等には、国が、その内容を適宜適切に評価しつつ、共同開発の

仕組み等を整備して、これを支援・誘導することが妥当である。なお、今後、原子力発電所の新規建

設の停滞が続くことが予想され、産業界に築き上げられてきた技術基盤の維持に懸念が生じている

が、このような技術開発の推進は、この技術基盤の維持に貢献することにも留意する必要がある。 

この段階の主要な活動としては、既存軽水炉技術の高度化、遠心法ウラン濃縮技術の高度化、

我が国初の民間ＭＯＸ燃料加工工場へ適用するＭＯＸ燃料加工技術の確証、高レベル放射性廃液

のガラス固化技術の高度化を図るための技術開発等がある。 

 

本報告書では、最新の科学的知見を提案・活用して、技術的要件と

社会的な要請に絶えず見直しをかけるスパイラル型の研究開発ア

プローチを採用すべきこと、また、そのアプローチを可能にするため

に、必要な技術基盤を高いレベルで維持する取組が必要であること

などを指摘している。（研究開発専門部会） 

 

 

4-2．大型研究開発施設 

原子力研究開発を進めるに当たって、加速器や原子炉等比較的大規模な研究施設の建設を必

要とする場合がある。こうして建設された大型の研究開発施設については、科学技術活動の広い分

野において重要な役割を果たし、この有効利用に基づき、その施設を中心として科学技術のＣＯＥ

（センター・オブ・エクセレンス）を形成することが可能である。国は、こうした性格を有する施設の計

画については、当該施設の主な目的である、これを用いた研究開発の最終成果の利益の大きさの

みならず、当該施設が他分野にもたらす研究水準の飛躍的向上といった外部性についても評価を

行って、その建設の可否を決定していくべきである。 

また、こうした施設が建設される場合、国は、これが多くのユーザに開放されるべきものとして、設

置する研究開発機関に対して、関連する研究者コミュニティはもとより、事業者、施設・設備が整備さ

れる地方公共団体とも連携・協力して、それを利活用するユーザの利便性の向上や、様々な研究分

野のユーザが新しい利用・応用方法を拓きやすい環境を整備することを求めていくべきである。ただ

し、こうした研究開発施設・設備の利用に当たっては、受益者が、その成果が広く国民に還元される

場合を除き、原則として応分の費用を負担するべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

原子力委員会は、第４章４．３に取りまとめた原子力研究開発のあ

り方に関する課題を踏まえ、関係行政機関等において、以下につい

て具体的方策を検討するよう働きかけるべきである。 

・原子力研究開発施設・設備のあり方の検討 

（研究開発専門部会） 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

4-3．知識・情報基盤の整備 

遠心法ウラン濃縮技術、ＭＯＸ燃料加工技術、再処理技術、放射性廃棄物処理・処分技術等、特

に民間が技術移転を求めている国の研究開発や民間が国から技術移転を受けて実施している研

究開発については、産学官の役割分担を踏まえつつ柔軟な実施体制で推進されることが重要であ

る。知識・技術の移転には人の移転のみならず、ノウハウの移転のために研究開発施設や設備の

民間による利用も重要であることを踏まえて、知的財産を適切に管理しつつ、効果的、効率的な技

術移転システム等を構築することが必要である。 

また、こうした研究開発の成果として得られる技術の実用化や、これまでに得られた知識・経験を

次代において積極的に活用するためには、組織内部あるいは組織間で知識・技術を体系的に管理

して、円滑に継承することや、移転することが必要である。したがって、研究開発機関や研究者、技

術者は、実用化に向けた努力の早い段階から産学官相互の知的連携が図られるよう研究開発活

動の相互乗り入れや相互学習のためのネットワークの整備を心がけ、さらにはこれらを通じ世代を

超えた知的財産管理の取組を推進していくべきである。 

さらに、我が国の研究開発活動に知識の国際ネットワークの利用も有用であることに鑑み、国内

外の人材の流動性の向上、研究データや関連情報の発信等のための基盤整備を進める等、多面

的かつ国際的ネットワークも構築・整備していくべきである。 

 

 

 

原子力研究開発機関を中心として、高速増殖炉サイクル技

術をはじめとする世界最先端の原子力ｴﾈﾙｷﾞｰ研究開発に

取り組むとともに、これらに係るインフラの充実と国際ﾈｯﾄﾜ

ｰｸ活動を充実すること（成長戦略） 

4-4．日本原子力研究開発機構の発足と原子力研究開発 

２００５年１０月発足の日本原子力研究開発機構においては、原子力基本法に定められる唯一の

原子力研究開発機関として、国際的な中核的拠点となることを期待する。具体的には、基礎・基盤

研究とプロジェクト研究開発との連携、融合を図り、多様で幅広い選択肢を視野に入れ、柔軟性と迅

速性を有した研究開発を推進する。また、研究開発成果の普及や活用の促進、施設の供用、人材

育成、国際協力・核不拡散への貢献、原子力安全研究の実施等国の政策に対する技術的な支援

等を通じて、我が国の原子力研究開発活動に寄与することが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国の原子力政策におけるＪＡＥＡという組織の役割を明確化す

る観点から、原子力政策大綱において、ＪＡＥＡに対して、組織の業

務運営に係る基本的方針を一括して示すべきと考える。（研究開発

専門部会） 

 



平成２２年７月２７日 
 

(25/28) 

現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

国際的取組の推進    

外務省は、関係機関と協力して、国際社会と連携しつつ核軍縮やＩ

ＡＥＡの保障措置活動を中核とする国際核不拡散体制の維持・強化

を目指す取組を引き続き推進するとともに、一層効果的で効率的な

核不拡散のための国際的取組やルールの形成に積極的に関わっ

ていくべき（平和利用） 

 

経済産業省は、民生技術の転用や迂回輸出を防止するために、諸

外国・地域との協力を一層強化し、効果的で効率的な輸出管理を

行っていくべきです。。（平和利用） 

唯一の被ばく国であり、非核兵器国に徹して、国際的な原子力平和

利用のモデル・規範となり得る実績をあげてきた国として、我が国

には核不拡散と核兵器廃絶についての説得力ある主張が可能であ

る。この主張を国際社会における我が国の責務と考えて、、NPT 及

び AP を普遍化し、保障措置、輸出管理を徹底していくことを検討す

べきである。（国際専門部会） 

 

5-1．核不拡散体制の維持・強化 

我が国は、核兵器のない平和で安全な世界の実現のために、核軍縮外交を進めるとともに、国際

的な核不拡散体制の一層の強化に取り組んでいく。 

核軍縮に関しては、特に、包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）の早期発効に向けた積極的な働きか

けを継続するとともに、兵器用核分裂性物質生産禁止条約（ＦＭＣＴ）の早期交渉開始に向けた努力

を行う。 

核不拡散に関しては、未申告の核物質及び原子力活動を容易に探知し得る環境を整えるため、

世界各国にＩＡＥＡとの包括的保障措置協定及びその追加議定書の締結を求めるとともに、軍事転

用を探知するための高度な計量管理技術や転用を困難にする核拡散抵抗性技術の開発等を推進

する。 

また、今後も、国際社会と協調した拡散防止の取組として、原子力供給国グループ（ＮＳＧ）におけ

る核不拡散体制の維持・強化に向けた輸出管理に関する議論に積極的に参加し、その実現を着実

に目指す。加えて、核兵器を含む大量破壊兵器等の拡散を輸送段階で阻止するための国際的な取

組である「拡散に対する安全保障構想（ Ｐ Ｓ Ｉ ）」にも積極的に参加していくこととする。 

さらに、核燃料サイクルへのマルチラテラル・アプローチ（ＭＮＡ）を含む核不拡散体制の維持・強

化のための新たな提案については、それが国際的な核不拡散体制の強化と原子力の平和利用の

推進に如何に資するかを見極めつつ、その議論に積極的に参画していくべきである。 

また、核不拡散への取組基盤の強化のため、大学を含む国内外の関係者が連携して、取組に従

事する能力を有する人材を育成することを期待する。 

我が国は、これら一連の活動を通じて、核不拡散と原子力の平和利用の両立を目指す観点から

制定された国際約束・規範を遵守することが原子力の平和利用による利益を享受するための大前

提であるとする国際的な共通認識の醸成に国際社会と協力して取組んでいく。 

 

 

 

 

  

5-2．国際協力 

我が国が、国民の生活水準の向上や地球温暖化対策への取組等において原子力科学技術の知

見や成果を効果的に利用するに当たっては、平和利用、核不拡散の担保、安全の確保、核セキュリ

ティの担保を求めることを大前提としつつ、二国間や多国間、国際機関を通じての情報や経験の交

換等の国際協力を推進するべきである。 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

東アジア共同体等の構想の一環として、地域及び我が国のメリット

となる核燃料サイクルの多国間管理や国際化を我が国が主導して

推進していくことの可能性について、さらなる検討が必要である。

（国際専門部会） 

 

国ごとに原子力発電所の建設に付随して整備が期待され

るシステムのニーズを同定し、これを満たす取組みをコー

ディネートする機能を充実すること（成長戦略） 

 

国内の関係府省及び関係機関が連携を強化する場として国際原子

力協力協議会が設立されたところですが、今後、こうした組織が有

効に機能し、新規導入・拡大国の基盤整備を支援する取組が効果

的、効率的に実施されることを期待します。（エネルギー利用） 

 

協力国の産業界と研究実施主体との出会いの場の提供等を通じ

て、研究成果等の技術移転が効果的になされることを期待する。

（放射線利用） 

アジア地域を中心とする原子力分野における新しい共同事

業を起業する機会を豊かにする観点から、この地域の政府

と民間の交流ネットワークを強化すること（成長戦略） 

原子力市場としての可能性のある国々との間で、原子力平

和利用を担保する原子力協力に関する二国間協定を迅速

かつ戦略的に締結すること（成長戦略） 

国ごとに原子力発電所の建設に付随して整備が期待され

るシステムのニーズを同定し、これを満たす取組みをコー

ディネートする機能を充実すること（成長戦略） 

ＯＤＡ等を活用して放射線医療技術や農業・工業分野にお

ける放射線利用技術の普及を図るとともに、これに基づく

事業展開を原子力発電所の建設に付随するインフラ整備

の取組みの一部として提案していくこと（成長戦略） 

 

5-2-1．開発途上国との協力 

開発途上国協力に関しては、相手国の原子力に関する知的基盤の形成、経済社会基盤の向上、

核不拡散体制の確立・強化、安全基盤の形成等に寄与することを目的とし、農業、工業、医療等に

おける放射線利用や関連する人材育成、また原子力発電導入のための準備活動等に関する協力

を引き続き進めるべきである。 

我が国が主体的・能動的に協力を行う国・地域は、地政学的にも経済的にも緊密な関係を有する

アジアを中心とする。協力を実施するに際しては、相手国の原子力の平和利用と核不拡散を確保す

るため、相手国の政治的安定性、原子力利用の状況、関連条約・枠組みへの加入・遵守状況等に

留意する必要がある。しかし、相手国にこれらに欠けるところがある場合は、例えば国際機関におけ

る活動や安全の確保といった普遍性の高い分野において限定的に交流を行うなど、国際平和と互

恵を目指す未来志向の考え方に立った交流のあり方を検討するべきである。 

また、これらの協力に当たっては、相手国の自主性を重んじ、パートナーシップに基づくことを基

本として、例えばアジア原子力協力フォーラム（ Ｆ Ｎ Ｃ Ａ ）、Ｉ Ａ Ｅ Ａ のアジア原子力地域協力

協定（ Ｒ Ｃ Ａ ） といった多国間の枠組みや、二国間及び国際機関を通じた枠組みを目的に応じ

て効果的に利用することが適切である。 

さらに、協力が効果を上げるには、相手国に、原子力分野における協力を活用して科学技術の進

歩を図ることや、この進歩をその国の社会発展あるいは経済発展に有効活用する政治的意志の存

在が不可欠である。そこで、二国間、多国間における高いレベルでの、例えばエネルギー問題等の

政策対話に原子力に関する話題を含めることも重要である。 

 日・インﾄﾞ原子力協力協定交渉開始について（見解）（平成

22 年 6 月 29 日） 

5-2-2．先進国との協力 

先進国との協力に関しては、人類の福祉の向上に寄与する先進国共通の責務を果たすこと、我

が国の研究開発に係る不確実性や負担の低減を図ること、国際ＣＯＥ化を目指すこと、多層な人的

ネットワークを構築すること等を目的として、競争すべきところと協調すべきところを明らかにして、積

極的に協力を行う。ＩＴＥＲ、第四世代原子力システムに関する国際フォーラムといった国際的な研究

開発協力はこれに相当する。 

  

5-2-3．国際機関への参加・協力 

代表的な国際機関として、ＩＡＥＡと経済協力開発機構原子力機関（ＯＥＣＤ／ＮＥＡ）があり、我が

国は、これらの国際機関を国際社会における原子力の平和利用活動の公共インフラに位置付け、

その活動に、立案段階から参加することの重要性を考慮しつつ、引き続き積極的に関与していくべ

きである。 

また、国際機関や国際学会等の主催する国際会議、基準作成等に積極的に参加することが重要

である。さらに、我が国の原子力利用に関する国際的理解を得るため、我が国の平和利用堅持の

ための取組、また、事故等に関する情報についても、適時適切に、これらの国際機関を通じて世界

へ発信していくべきである。 

 国際社会においても高い水準の原子力安全、核セキュリテ

ィ、核不拡散が確保・維持されることに貢献するため、これ

らに関して IAEA や国際社会とのネットワークを格段に強化

すること（成長戦略） 
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現大綱の項目 政策評価での主な提言： 

（）は報告書名、注釈参照 

政策評価後に公表された主な政策文書の内容 

（事業許可、原子力委員会決定等より） 

現状で我が国が有する諸技術について国際的な優位に立ち得るも

のを精査し、優位なものについては官民協力して優位の維持、強化

を図り、積極的に活用することを検討していくべきである。（国際専

門部会） 

 

国際的な事業連携を強化した事業者は、国際市場において、他国

の事業者と競争して、顧客を獲得していくことになりますが、国とし

ては、この競争条件が不利になることのないように、事業者が顧客

との対話を開始する前提となる原子力協定の締結に始まり、金融、

損害賠償制度に至るまでの関連インフラの整備に努めるべきです。

（エネルギー利用） 

国際的な原子力事業の展開においては、ビジネスリスクを含むプロ

ジェクトファイナンス等の BOT（Build, Operate, Transfer）全体や、総

合的な電力システム構築等の社会インフラ事業の観点からの取組

が必要となる。すなわち、原子力の産業界・事業者・研究開発機関

等に加えて、政治や経済界等の関与が必要となる。このため、政官

民が協力して、原子力事業の国際展開の必要性、有効性を良く見

極め、事業の主体や実施の分担、国際展開の対象等について検討

していくことが必要である。 （国際専門部会） 

原子力投資に政策金融を積極的に活用する仕組みやその

地球温暖化対策に係る効果を評価する仕組み及び投資リ

スクを軽減するための原子力損害賠償制度等を整備する

こと（成長戦略） 

 

5-3．原子力産業の国際展開 

我が国が原子力資機材・技術の移転を行うに当たっては、国際的な核不拡散体制の枠組みに沿

って、各種手続や輸出管理を引き続き厳格かつ適切に講じるべきであり、かつ、迂回輸出防止のた

めに諸外国・地域との協力を一層強化していく必要がある。加えて、相手国における安全の確保並

びに核拡散防止及び核セキュリティ確保のための体制の整備状況、さらに相手国の政治的安定性

等を確認するとともに、国内外の理解を得ることが前提となる。そのような前提に立ち、相手国にお

ける原子力発電利用の成熟度に応じて、以下に挙げるような取組を行っていくことが適切である。米

国や仏国等の原子力発電利用が成熟している国に対しては、産業界が主体となって商業ベースに

より展開することを期待する。 

原子力発電導入の拡大期にある国に対しては、我が国の製造事業者は、原子炉関連技術のライ

センスや各種の国際約束等を考慮し、他国の製造事業者と協力しながら、国際展開を図っていくこ

ととしており、今後ともこうした方針の下に国際展開を進めることを期待する。国は、上記の前提を踏

まえ、安全面・人材面での協力や、我が国原子力産業を最大限支持する姿勢を政府が表明すると

いった取組について引き続き積極的に行っていくべきである。また、我が国の電気事業者が原子力

発電所の建設・運転から得た知見を基に協力やコンサルテーション等を行うことを期待する。今後原

子力発電を導入しようとしている国に対しては、国は、相手国の体制整備状況に応じ、核不拡散体

制、安全規制体系、原子力損害賠償制度等の整備といった点について有する知見・ノウハウ等を提

供していくなどの側面支援を行うことは、地域発展を支援する観点から適切である。加えて、国は、

上記の前提及び当該国の具体的ニーズを踏まえつつ、二国間協力協定等による資機材移転のた

めの枠組み作り等を含め、その協力に適する方策を講ずるべきである。 

原子力協定については、モデル協定を定めて交渉を迅速化するな

どの工夫をして、我が国の国際的に優れた技術を世界各国で生か

す取組を適時に開始できるようにするべきです。（エネルギー利用）
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注）原子力の研究、開発及び利用に関する政策の妥当性の評価の実施状況 

（安全確保）「原子力政策大綱に定めた安全確保に関する政策の妥当性の評価について」（平成 18 年 8 月 17 日） 

（平和利用）「原子力政策大綱に示している平和利用の担保と核不拡散体制の維持・強化に関する取組の基本的考え方の評価について」（平成 19 年 5 月 15 日） 

（国民地域共生）「原子力政策大綱に示している原子力と国民・地域社会の共生に関する取組の基本的考え方の評価について」（平成 19 年 11 月 20 日） 

（廃棄物）「原子力政策大綱に示している放射性廃棄物の処理・処分に関する取組の基本的考え方の評価について」（平成 20 年 9 月 2 日） 

（核融合専門部会）「原子力政策大綱等に示している核融合研究開発に関する取組の基本的考え方の評価について（平成 21 年 1 月 22 日） 

（エネルギー利用）「原子力政策大綱に示されているエネルギー利用に関する取組の基本的考え方の評価について」（平成 21 年 7 月 21 日） 

（研究開発専門部会）「原子力政策大綱に示している原子力研究開発に関する取組の基本的考え方の評価について」（平成 21 年 11 月 17 日） 

（放射線利用）「原子力政策大綱に示している放射線利用に関する取組の基本的考え方の評価について」（平成 22 年 6 月 1 日） 

（人材育成）「原子力政策大綱に示している人材の育成・確保に関する取組の基本的考え方の評価について」（案） 

 

その他 

（成長戦略）「成長に向けての原子力戦略」（平成 22 年 5 月 25 日） 

（エネルギー基本計画）「エネルギー基本計画」（平成 22 年 6 月 18 日） 

（国際専門部会）「国際専門部会中間とりまとめ」（平成 21 年 12 月 18 日） 

 

略語解説 

五者協：高速増殖炉サイクルの実証プロセス移行にあたっての課題を具体的に検討し認識共有を行うことを目的とした経済産業省、文部科学省、電気事業者、メーカー、研究開発機関からなる協議会 
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